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序     文 
 

 国際協力事業団は､平成11年６月に締結されたミニッツに基づいて､ネパール王国政府の養蚕製

造管理技術、養蚕農家の桑園管理技術及び蚕の飼育技術向上を目的としたチーム派遣｢養蚕振興計

画｣を平成11年12月から３年間の予定で実施しています｡ 

 このたび､プロジェクト終了を２か月後に控え､協力期間中の活動実績などを総合的に評価する

とともに､今後の対応策などについて協議することを目的として､平成14年９月28日から10月12日

まで､国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課課長 丹羽 憲昭を団長とする終了時評価調査団

を現地に派遣し､ネパール側評価チームと合同で最終評価を行いました｡ 

 本報告書は､同調査団によるネパール王国政府関係者との協議及び調査･評価結果を取りまとめ

たものであり､本プロジェクト並びに関連する国際協力の推進に活用されることを願うものです｡ 

 終わりに､本調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し､心から感謝の意を表しま

す｡ 

 

 平成14年10月 

 

国際協力事業団 
理事 鈴木 信毅 





注：本場及び7支場の管轄地域は、中山間地帯（タライの一部地域を含む）の養蚕適地の60％をカバーしており、各支場には
２～３名の技術者が配置されている。
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Ｃ／Ｐ CounterPart カウンターパート 
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  稚蚕共同飼育所 

GGP Grassroots Grant Programme 草の根無償資金協力 

HMG/N His Majesty's Government of Nepal ネパール政府 

IED Industrial Entomology Directorate, Department of Agriculture, 

 Ministry of Agriculture and Co-operatives 農業・協同組合省農業局産業昆虫課 
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評価調査結果要約表 
 
Ⅰ．案件の概要 

国名：ネパール 案件名：ネパール養蚕振興計画 

分野：養蚕 援助形態：プロジェクト方式技術協力 

所轄部署：農業開発協力部畜産園芸課 協力金額：1.87億円 

先方関係機関：農業・協同組合省農業局産業昆虫課 
協力期間 1999年12月１日～2002年11月30日 

日本側協力機関：農林水産省 

他の関連協力：専門家派遣（長期、短期）「養蚕振興」など 

１－１ 協力の背景と概要 
 ネパールは就業人口の約８割が農業に従事する農業国である。傾斜地の多い同国では、耕作で
きる面積に限りがあることから、多様な地形と気候に適した養蚕、果樹、茶等の付加価値の高い
作物の生産が必要となっている。このため、ネパール政府は、第９次５か年計画(1997～2002)に
おいて、｢貧困撲滅｣を最優先課題と位置づけ、中山間地の貧困緩和策として養蚕振興を挙げてい
る。 
 我が国は、95年に短期専門家をネパールに派遣した結果、気候・地理条件が養蚕の普及に適し
ており、我が国の養蚕技術の導入が中山間地の農村の所得向上に寄与することが可能と判断され
たため、95年から長期専門家による技術指導を行ってきた。 
 これらの専門家による技術移転の進展に伴い、ネパール政府は、更なる養蚕普及を進めるため、
桑園面積の拡大と蚕種の量産体制の整備を目的とした協力を我が国に要請した。 

 
１－２ 協力内容 
 ネパールで養蚕を振興するために、養蚕分野の技術者及びモデル農家に対して、蚕種製造・管
理、系統保存、養蚕経営などの技術指導を行う。 

 (1) 上位目標 
   ネパール全体の繭の生産量と質が向上し、養蚕農家の収入が向上する。 
 (2) プロジェクト目標 
   ネパール政府の蚕種製造・系統保存技術・養蚕経営（蚕の飼育・桑園管理）技術及びモデル

農家の養蚕経営（蚕の飼育・桑園管理）技術が向上する。 
 (3) 成果 
   1) 蚕種製造と保護 
    a) ネパールに適した優良蚕品種の育成・系統保存技術を向上させる。 
    b) 蚕種の製造及び保存、蚕種製造所の管理技術を向上させる。 
    c) 原蚕飼育分場における種繭生産技術を向上させる。 
   2) 養蚕技術開発・普及 
    a) 養蚕試験本場、各支場における桑苗生産、桑園管理、繭生産技術を向上させる。 
    b) モデル農家における桑園管理、繭生産技術を向上させる。 
   3) モニタリング計画策定／業務調整 
    a) プロジェクトの効率的運営管理が効率的に行われる。 
    b) 広報活動の推進により、養蚕振興に係る知識が向上する。 
   4) 政策提言 
    a) 蚕業試験本場、支場の設備が充実する。 
    b) 養蚕農家の統計データが整備される。 
    c) 蚕種、桑苗、繭価格等に関する政策、法令規定が整備される。 
    d) 優良生糸生産に関わる対策が行われる。 
    e) 普及員制度の導入と普及活動の推進が行われる。 
    f) 蚕業講習所の設立のための計画が立てられる。 
    g) 長期養蚕開発計画の内容が再検討される。 
    h) 絹業協会に加盟する。 
 (4) 投入（評価時点のもので、一部確定した予定を含む） 



日本側： 
 長期専門家派遣 ３名 機材供与 222,244US$（約0.30億円） 
 短期専門家派遣 ４名 ローカルコスト負担 426,877ネパールルピー 
   （約0.73億円） 
 研修員受入 ６名  
相手国側： 
 カウンターパート配置 23名 
 土地・施設提供  ローカルコスト負担 51,799ネパールルピー 
   （約0.001億円） 

Ⅱ．評価調査団の概要 

調査者 

総  括：丹羽 憲昭  JICA農業開発協力部畜産園芸課 課長 
養蚕技術：五十嵐 悦子 農林水産省生産局特産振興課 養蚕係長 
評価企画：菊入 香以  JICA農業開発協力部畜産園芸課 
評価分析：鈴木 里美  JICA農業開発協力部畜産園芸課 ジュニア専門員 

調査期間 2002年９月28日～10月12日 評価種類：終了時評価 

Ⅲ．評価結果の概要 

３－１ 評価結果の要約 
 (1) 妥当性 

 ネパール政府の政策（長期農業計画、５ヵ年計画等）では、貧困削減・中山間地開発の手段
として養蚕を挙げている。また、養蚕は、国民の約半数が居住する中山間地域において、比較
的少ない資本投入で実現できる現金収入手段であることから、養蚕技術の向上により繭の生産
量及び質が向上し、収入が増加することは、ネパールの農民のニーズにも合致している。以上
のことから、プロジェクトは妥当であると言える。 

 (2) 有効性 
 ３年間のプロジェクト活動の結果、ネパールの繭生産量が13トンから41トンに、桑植え付け農
家戸数が2,068戸から4,552戸に、蚕飼育農家戸数が480戸から1,331戸に増加した。また、モデル
農家においては、１戸当たりの繭生産量が177㎏から209㎏に、１箱当たりの収繭量が17.4㎏から
17.6㎏に増加しており、生産効率が改善している。これらのことから、全般的にプロジェクト成
果の達成度は高かったと言える。ただし、プロジェクト最終年にネパール国内の治安悪化により
非常事態宣言が発せられ、蚕種製造分野の短期専門家派遣が中止となったほか長期専門家の活動
地域も制限されたため、蚕種製造分野において、製造量の不安定等に課題が残った。 

 (3) 効率性 
 他の援助機関から供与された機材を活用したことにより、本プロジェクトの機材供与を抑える
ことができたため、全体的に効率性は高いといえる。ただし、一部の短期専門家の派遣期間が短
かったこと、一部の専門家は限られた数のカウンターパートにのみ技術移転をしたことが効率性
を阻害した要因と指摘された。また、ネパール側からの投入である設備の整備、普及員の雇用等
の遅れにより、一部の活動が遅れた。 

 (4) インパクト 
 「新しい養蚕」を導入したモデル農家の収入が増加したことが周辺農家へのインセンティブ
となり、モデル農家から周辺農家への技術普及が認められた。また、プロジェクトが導入した
新しい養蚕技術は女性のみでも実践可能であり、女性の収入向上及び地位向上に貢献した。さ
らに、傾斜地における桑の植林は地滑り防止・土壌保全に効果があるといった正のインパクト
がみられる。 

 (5) 自立発展性 
 基本的な養蚕技術はカウンターパートに移転されており、定着していると言える。ただし、
ネパールにとって養蚕は比較的新しく導入された技術であり、養蚕に関連する法や規則が未だ
整備されていない状況であり、制度面での自立発展性には課題がある。また、農業・協同組合
省の予算配分は年度ごとに決定されているため、当該分野の予算確保は保証されておらず、財
政面での自立発展性は低い。 

 
 



３－２ 効果発現に貢献した要因 
 (1) 計画内容に関すること 

 該当なし 
 (2) 実施プロセスに関すること 
   1) 他の援助機関や我が国の草の根無償資金協力との連携が効果的に行われたため、少ない投

入で成果を挙げることができた。 
   2) カウンターパートである養蚕試験場の本場、支場の職員の多くは理論的に養蚕を理解して

いたものの、実践力は不足していたため、技術移転は実習を中心に行った。そのため、カウ
ンターパートは自ら農家に技術移転することが可能となった。 

 
３－３ 問題点及び問題を惹起した要因 
 (1) 計画内容に関すること 

 短い実施期間（３年間）に多くの活動が計画されていたため、全ての活動を終了できなかっ
た。 

 (2) 実施プロセスに関すること 
   1) 国内の治安悪化により、短期専門家の派遣が中止された上、長期専門家の活動範囲が制限

されたため、十分な技術指導を行うことができなかった。 
   2) 計画内容（PDM）をネパール側と正式に確認したのはプロジェクト終了１年前の中間評価

時であったこと、また、日本人専門家とカウンターパートとの定例会議が開始されたのがプ
ロジェクト終了半年前であったことなど、専門家とカウンターパート間のコミュニケーショ
ンに問題があり、プロジェクトの運営管理が不十分であった。 

   3) 政策提言の分野は、責任の所在が不明確になっていたため、具体的な活動が少なかった。 
 
３－４ 結 論 
 カウンターパートに移転された技術はほぼ定着しており、プロジェクト目標はほぼ達成された
と言える。妥当性、有効性、効率性、インパクトに関しては肯定的な結果が見られたが、自立発
展性、特に制度的自立発展性および財政的自立発展性の低さが課題である。 

 
３－５ 提 言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
 (1) プロジェクト終了後の自立発展性を高めるため、ネパール政府は 1) 適正な人員の配置及び

資機材の維持管理予算の配分、2) 蚕種製造に係るチェックシステムの構築、3) 普及員の外部
委託契約の早急な締結を行うべきである。 

 (2) 本プロジェクトの成果を普及するため、ネパール政府は 1) 現実的かつ戦略的な中長期養蚕
開発計画の策定、2) 長期養蚕開発計画施行に必要な財源の確保、3) 中長期養蚕開発計画施行
に必要な人員、組織、設備等の整備、4) 土地無し及び土地面積の少ない農民への対策、5) 法
及び規則整備をおこなうべきである。また、評価チームはプロジェクト活動を継続するための
日本人専門家の派遣の必要性について合意した。 

 
３－６ 教 訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 
 (1) 相手国の政策に沿った協力を実施するため、プロジェクトを相手国当該分野の行動計画（ア

クションプラン）の一部に位置づける必要がある。行動計画が存在しない場合には、行動計画
策定後に協力を開始するか、行動計画策定を含めた協力を実施するべきである。 

 (2) 財政的な自立発展性を確保するため、インプット（専門家派遣、機材供与、現地業務費等）
は厳に必要最小限に留めるべきである。また、他援助機関の協力、相手国の予算を確認し、プ
ロジェクトの適正規模を判断すことが重要である。 

 (3) 国内の支援体制が限られている分野においては、近隣国の知見を活用するため、近隣国関係
機関との連絡体制を築くことが重要である。 

 
３－７ フォローアップ状況 
 上記提言を踏まえ、法・規則整備を目的とした２年間のフォローアップ専門家を2003年２月か
ら派遣中であるほか、03年度中に蚕種製造および製糸分野でのフォローアップ短期専門家派遣を
行う予定である。 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯 

 ネパール王国（以下、「ネパール」と記す）は、就業人口の80％が農業に従事する農業国である。

山間部が多い同国では、可耕地面積に限りがあることから、多様な地形と気候に適した養蚕、果樹、

茶等の付加価値の高い作物の生産が必要となる。そのなかでネパール政府は、第９次５か年計画

（1997～2002年）において「貧困撲滅」を最重要課題として掲げ、中山間地の貧困軽減策として養

蚕振興をあげている。  

 我が国は1995年２～５月に短期専門家を派遣し、基礎技術の指導及び現状調査を行った結果、ネ

パールの気候的地理的条件が養蚕の普及に適しており、我が国の養蚕技術の導入が中山間地の農村

の所得向上に寄与することが明らかになったことから、1995年12月から長期専門家を派遣し、技術

指導を行ってきた。 

 同専門家による技術移転の進展に伴い、更なる養蚕普及を進めるうえで、桑園面積の拡大と蚕種

の量産体制の整備が不可欠となったため、1999年６月に事前調査団を派遣し、ミニッツ（協議議事

録）（Minutes of Meetings：Ｍ／Ｍ）に署名交換、同年12月１日から３年間の協力を開始した。 

 2001年10月には、運営指導（中間評価）調査団を派遣し、プロジェクト・デザイン・マトリック

ス（Project Design Matrix：PDM）を合意するとともに、中間評価を行い、関係者との協議を経て

プロジェクト終了までの活動計画を策定した。 

 今般、2002年11月30日の活動期間終了に向けて、これまでの活動実績を評価するとともに、今後

に向けての提言及び教訓を抽出することを目的に、終了時調査団を派遣した。 

 

１－２ 調査団派遣目的 

 (1) 技術協力の開始から３年間の実績（調査団訪問後の予定を含む）と計画達成度を、ミニッ

ツ及びPDM等に基づき、評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト及び自立発展性）

に沿って総合的に調査、評価する。 

 

 (2) 技術協力期間終了後の取るべき措置を協議し、その結果を日本、ネパール両国政府並びに

関係組織に報告・提言する。 

 

 (3) 今後、類似案件が実施された場合に、その案件を効果的に立案・実施するため、本協力の

実施による教訓・提言を取りまとめる。 
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１－３ 対象プロジェクトの概要 

 (1) 上位目標：ネパール全体の繭の生産量と質が向上し、養蚕農家の収入が向上する。 

 

 (2) プロジェクト目標：ネパール政府の蚕種製造・系統保存技術・養蚕経営（蚕の飼育・桑園

管理）技術、及びモデル農家の養蚕経営（蚕の飼育・桑園管理）技術が向上する。 

 

 (3) 成 果 

   1) 蚕種製造 

    a) ネパールに適した優良蚕品種の育成・系統保存技術の向上 

    b) 蚕種の製造及び保存、蚕種製造所の管理技術の向上 

    c) 原蚕飼育分場における種繭生産技術の向上 

   2) 養蚕技術開発・普及 

    a) 農業・協同組合省養蚕試験場コパシ本場〔Sericulture Development Centre（Khopasi）：

SDC〕、農業・協同組合省養蚕試験支場（７支場）〔Sericulture Development Office（７Branch 

Offices)：SDO〕における桑苗生産、桑園管理、繭生産技術の向上 

    b) モデル農家における桑園管理、繭生産技術の向上 

   3) モニタリング計画策定／業務調整 

    a) プロジェクトの運営管理が効率的に行われる。 

    b) 広報活動の推進により、養蚕振興に係る知識の高揚が図られる。 

   4) 政策提言 

    以下の政策提言を実施する。 

    a) SDCの施設の充実 

    b) 養蚕統計の整備 

    c) 養蚕に係る政策及び法令規定（蚕種、桑苗、繭価格等）の整備 

    d) 優良生糸生産 

    e) 普及員制度の導入と普及活動の推進 

    f) 蚕業研修所の設立 

    g) 長期養蚕開発計画の見直し 

    h) 絹業協会への加盟 

 

 (4) 活 動 

   1) 蚕種製造と保護 

    a) ネパールに適した優良蚕品種の育成・系統保存技術の向上 
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    ① 飼育施設及び蚕具類の消毒技術を指導する。 

    ② 蚕種の催青技術を指導する。 

    ③ 原蚕飼育（稚蚕、壮蚕）技術を指導する。 

    ④ 繭質評価技術を指導する。 

    ⑤ 蚕品種の選定技術を指導する。 

    ⑥ 原系統の保存と増殖技術を実証する。 

    ⑦ 原蚕飼育施設を整備する。 

    b) 蚕種の製造及び保存、蚕種製造所の管理技術の向上 

    ① 糸繭用優良品種の大量製造・安定供給技術を指導する。 

    ② 蚕種の保存技術を指導する。 

    ③ 蚕種製造マニュアルを作成する。 

    ④ 蚕種製造施設及び保護施設を整備する。 

    ⑤ チタプール蚕種製造所建設に関する技術指導及び助言を行う。 

    ⑥ 蚕種製造施設の管理に関する技術指導及び助言を行う。 

    c) 原蚕飼育分場における種繭生産技術の向上 

    ① 原蚕飼育蚕種製造システム（SDOを含む）の構築と運営・管理を行う。 

    ② SDOへ巡回技術指導する。 

    ③ SDOの原蚕飼育の担当職員を本場において研修する。 

   2) 養蚕技術開発・普及 

    a) SDC、各SDOにおける桑苗生産、桑園管理、繭生産技術の向上 

    ① 掃き立ての適正時期を設定する。 

    ② 良苗の生産、稚蚕、壮蚕用桑園の仕立て収穫法（条桑収穫育）を移転する。 

    ③ 蚕病予防と消毒技術を指導する。 

    ④ 稚蚕飼育と壮蚕飼育技術を移転する。 

    ⑤ SDC・SDOの施設及び技術を充実させる。 

    ⑥ 普及員を対象とした研修を行う。 

    b) モデル農家における桑園管理、繭生産技術の向上 

    ① モデル農家を選定し育成する。 

    ② 養蚕農家の組織化を促進する。 

    ③ 稚蚕共同飼育技術を移転する。 

    ④ 繭の共同出荷と選繭、共同乾燥及び苗生産を促進する。 

    ⑤ グループ活動による良苗の生産を促進する。 

    ⑥ 「新しい養蚕」の研修を実施する。 
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    ⑦ 座繰り（手紡ぎ）をモデル農家に指導する。 

    ⑧ モデル集落を１～２か所選定し、消毒、稚蚕飼育、出荷などの共同作業を促進する。 

    ⑨ 撚糸、合糸の機械の設置により、民間セクターとの提携による100％ネパールシルク

の試作を指導する。 

   3) モニタリング計画策定／業務調整 

    a) プロジェクトの運営管理が効率的に行われる。 

    ① SDC、SDO、モデル農家においてプロジェクトの運営管理、モニタリングを行う。 

    ② 養蚕関係機関との連携を図る。 

    b) 広報活動の推進により、養蚕振興に係る知識の高揚が図られる。 

    ① 広報活動の強化推進、養蚕PR資料を作成する。 

   4) 政策提言 

    a) SDC、SDOの設備が充実する。 

    b) 養蚕農家の概要実態が整備される。 

    c) 政策、法令規定（蚕種、桑苗、繭価格等）が整備される。 

    d) 優良生糸生産にかかわる対策が行われる。 

    e) 普及員制度の導入と普及活動の推進が行われる。 

    f) 蚕業研修所の設立のための計画が立てられる。 

    g) 長期養蚕開発計画の内容が再検討される。 

    h) 絹業協会に加盟する。 

 

１－４ 調査団の構成と調査期間 

 (1) 調査団の構成 

担 当 氏 名 所 属 
総  括 丹羽 憲昭 国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課 課長 
養蚕技術 五十嵐 悦子 農林水産省生産局特産振興課 養蚕係長 
評価企画 菊入 香以 国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課 職員 
評価分析 鈴木 里美 国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課 ジュニア専門員 

 

 (2) 調査期間 

   2002年９月28日～10月12日（15日間） 
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第２章 終了時評価の方法 
 

２－１ PDM 

 当プロジェクト開始時にPDMを作成していなかったため、モニタリング計画策定の短期専門家

が中心となって、2000年４月に暫定版PDMを作成し、カウンターパート（Ｃ／Ｐ）及びJICA事務所

が参加した会合で非公式に確認した。 

 2001年10月の中間評価時に同PDMを修正し、両国関係者がミニッツで確認した（付属資料３.

ミニッツ及び評価報告書Annex２を参照）。 

 PDMの一部はプロジェクトの活動ではなく、日本人専門家の活動を定義しており、評価には適

していないが、評価直前にPDMを変更することによって混乱が生じる可能性があることから、本

終了時評価は、中間評価時に修正されたPDMを基に行った。 

 

２―２ 評価報告書作成方法 

 協力開始時には評価実施方法が決定されていなかったため、終了時評価実施前に日本側から合

同での評価実施を申し入れ、ネパール側の合意を取り付けた。 

 

 具体的な評価方法は次のとおり。 

 (1) 合同評価委員会及び合同評価チームの構成 

   終了時評価は、日本側関係者及びネパール側関係者による合同評価とした。 

 ネパール側関係者の要望により、評価委員会（Evaluation Committee）と評価チーム

（Evaluation Team）を設置し、次のとおり役割分担を行ったうえで評価報告書を作成した。 

   1) 評価委員会：調査団及び農業・協同組合省（Ministry of Agriculture and Co-operatives：

MOAC）の次官補レベルで構成され、評価報告書作成の責任者として、評価チームが作成

する評価レポート案を基に、評価報告書の最終版を作成する。 

   2) 評価チーム：調査団及び実務者レベルで構成され、評価調査の全行程に参加し、合同評

価報告書作成に必要な情報を収集したうえで、評価報告書案を作成する。 
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   評価委員及び評価チーム構成は以下のとおり。 

    ① 評価委員会 

氏 名 所 属 

丹羽 憲昭 国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課 課長 

五十嵐 悦子 農林水産省生産局特産振興課 養蚕係長 

菊入 香以 国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課 職員 

鈴木 里美 国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課 ジュニア専門員 

Ganesh Kumar K.C. 
Joint Secretary, Planning Division, Ministry of Agriculture and 

Cooperatives 

Mr. Suresh Kumar Verma 
Joint Secretary, Monitoring and Evaluation Division, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives 

Bhairab Raj Kaini 
Director General, Department of Agriculture, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives 

 

    ② 評価チーム 

氏 名 所 属 

丹羽 憲昭 国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課 課長 

五十嵐 悦子 農林水産省生産局特産振興課 養蚕係長 

菊入 香以 国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課 職員 

鈴木 里美 国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課 ジュニア専門員 

Shrawan Kumar Adhakari 
Assistant Agricultural Economist, Ministry of Agriculture and 

Cooperatives 

Prashant Amatya 
Assistant Agricultural Economist, Ministry of Agriculture and 

Cooperatives 

Moti Lal Yadav 

Assistant Horticulture Officer, Monitoring and Evaluation Division, 

Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and 

Cooperatives 
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　(2) 情報収集方法

　　　主な情報の収集方法は以下のとおり。

　　　① 関係者へのアンケート調査

　　　② 関係者への聞き取り調査

　　　③ モデル農家及びモデル農家周辺の農家の視察

　　　④ 四半期報告書、最終評価資料、専門家報告書等関連資料からの状況把握

　　　⑤ Ｃ／Ｐによるプレゼンテーションの分析

　　　⑥ 他ドナーとの意見交換

　　　上記の方法に基づいて収集した情報を達成度グリッド及び評価グリッドで整理したうえ

で評価を行った。ネパール側評価チームにも達成度グリッドと評価グリッドのフォーマ

ットを手渡し、ドラフト作成までにネパール側の見解をまとめるように依頼した。

２－３　評価項目

　評価は、以下の５項目の観点から実施された。

　(1) 妥当性（Relevance）

　評価時においてもプロジェクトの目標が、受益者のニーズと合致しているか、援助国

側の政策と合致しているか、公的資金であるODAで実施する必要はあるかといった「援

助プロジェクトの正当性」との視点から評価を行う。

　(2) 有効性（Effectiveness）

　プロジェクトの実施により本当にターゲットグループへ便益がもたらされているか（又

は、もたらされるか）を検証し、当該プロジェクトが有効であるかどうかを判断するも

の。プロジェクト目標が期待どおりに達成されているか、それが成果の結果もたらされ

たものであるかどうかをみる。また、成果からプロジェクト目標への外部条件からの影

響もみる。

　(3) 効率性（Efficiency）

　プロジェクト資源の有効活用という観点から、効率的であったか（又は、効率性が見

込めるか）どうかを検証する。投入コストが成果やプロジェクトの達成度合いに見合っ

ているか、他の手段によってもっと効率的に行うことができたのではないかという視点

である。投入コストが適正であったか、類似プロジェクトや他のドナー、相手国の類似

事業との比較を検証する。
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 (4) インパクト（Impact） 

 プロジェクトの実施によってもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効果を検証す

る。プロジェクト計画時に予期しなかった正・負のインパクトも含む。上位目標が期待どお

りに達成されているか、それはプロジェクト目標が達成された結果としてもたらされたもの

となり得るかどうかを検証する。また、プロジェクト目標から上位目標への外部条件からの

影響もみる。 

 

 (5) 自立発展性（Sustainability） 

 援助が終了してもプロジェクトで発現した効果が持続しているかどうか（又は、持続の見

込みがあるか）を検証する。自立発展の実現に影響を与えている要因を特定するために、特

にプロジェクト期間中と同様の体制で事業が継続される場合は、成果、活動、投入の項目を

参考にして組織能力や技術力を検証し、その他必要に応じ、政策支援、社会・文化的側面、

環境要因などの諸要因との関連性をみる。 
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第３章 評価結果 
 

３－１ 評価５項目の評価結果 

 ３－１－１ 妥当性 

  (1) 受益者のニーズとの整合性 

    ネパール国民の約半数は、国土の４割を占める中山間地に居住している。中山間地では

耕作地が不足しているが、桑は傾斜面でも栽培可能であるうえ、全般的に気候や土壌が桑

栽培及び養蚕に適している。 

    また、養蚕は比較的資本投入が少ないうえ、女性のみでも実施することができ、農家の

現金収入手段となることから、ネパール農民のニーズに適しているといえる。 

 

  (2) ネパール政府の政策との整合性 

    長期農業計画（Agriculture Perspective Plan：APP）は、中山間地開発の手段として養蚕

をあげている。 

    また、第９次５か年計画（1997～2002年）は貧困削減を優先課題としており、中山間地

の貧困削減の手段として養蚕をあげているほか、近日中に完成予定の第10次５か年計画も

養蚕を重点品目として掲げる予定となっている。 

    さらに、1996年に策定された長期養蚕計画（Long-term Sericulture Development Plan）が、

10年間にわたる養蚕振興を計画していることから、養蚕振興を図っているネパール政府の

政策と整合性はあるといえる。 

 

  (3) 上位目標とプロジェクト目標の整合性 

    蚕種製造・系統保存技術、養蚕経営（蚕の飼育・桑園管理）技術の向上によってネパー

ル全体の繭の生産量と質が向上し、養蚕農家の収入が向上することは可能である。この観

点からは上位目標とプロジェクト目標の整合性はあるといえる。 

    しかし、ネパール政府の予算及び十分な普及要員が不足していることから、モデル農家

で得た成果をネパール全土の養蚕農家に広げることは容易ではない。 

 

  (4) 実施機関の組織ニーズとの整合性 

    農業・協同組合省農業局産業昆虫課（Industrial Entomology Directorate, Department of 

Agriculture, Ministry of Agriculture and Co-operatives：IED）は、養蚕振興を担当しているほ

か、農業・協同組合省養蚕試験場コパシ本場〔Sericulture Development Centre（Khopasi）：

SDC〕及び農業・協同組合省養蚕試験支場（７支場）〔Sericulture Development Office（７Branch 
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Offices）：SDO〕は、養蚕に係るサービスを農民に提供する役割を担っており、本プロジェ

クト目標は実施機関の組織ニーズと整合性を有していると判断できる。 

 

  (5) 我が国が協力を実施する妥当性 

    我が国は1970年代まで世界最大の蚕糸生産国であり、養蚕振興のノウハウを有している。

また、多くの蚕種を有しており、ネパールに適した品種を選定することが可能である。 

    桑栽培については、気候の違いから、我が国の技術をネパールに直接適応することは困

難である。しかし、多少の調整は必要であるが、我が国の二化性蚕飼育の大部分の技術を

ネパールで活用することは可能であり、我が国が協力を実施するのは妥当といえる。 

 

 ３－１－２ 有効性 

  (1) プロジェクト目標及び成果の達成度 

    まず、養蚕全般について述べる。 

    ３年間のプロジェクト活動の結果、養蚕経営（蚕の飼育・桑園管理）技術においては、

ネパールの繭生産量が13～41ｔに、稚蚕共同飼育所（Chauki Rearing Centre / Community 

Rearing House：CRC）が38か所に、桑植農家戸数が2,068戸から4,552戸に、蚕飼育農家戸

数が480戸から1,331戸と増加した。 

    プロジェクト開始前は、桑を１枚１枚葉摘み収穫する従来の方法で蚕飼育を行っていた

ため、人件費がかかり十分な収益を得るのが困難であった。また、飼育回数を重ねるごと

に蚕病が多発し、蚕作が不安定であったことなどの問題が生じたことから、養蚕を中止し

た農家が多くあった。 

    プロジェクト開始後は、生産技術が向上したほか、生産効率が向上したことから、養蚕

農家の生計も向上した。蚕飼育農家戸数がプロジェクト目標を上回って増加したことは、

「新しい養蚕」が、当初想定したよりも普及した結果と考えられる。 

    ただし、非常事態のため、プロジェクト期間の最後の１年間に当該分野の専門家を派遣

できなかったこともあり、蚕種製造及び種繭製造分野に技術的課題が残っている。 

    以上のことから、プロジェクトの成果は確実にあがっているが、非常事態宣言によって

指導が制限されたことから、実態に即した蚕種の製造及び孵化歩合の向上に課題が残って

おり、完全に目標が達成されたとはいえない。 

 

  (2) 分野別目標達成度 

    1) 蚕種製造と保護 

     a) ネパールに適した優良蚕品種の育成・系統保存技術の向上 
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      ① 飼育施設及び蚕具類の消毒技術：Ｃ／Ｐは、飼育の前後２回のホルマリン消毒と清

浄環境維持（手洗い、履き物を換えるなど）の重要性を十分理解しており、また、

蚕病防除のための消毒技術を習得している。 

      ② 蚕種の催青技術：基礎的知識及び技術は移転されたものの、厳密な温度・湿度管

理をすることは困難である。 

      ③ 原蚕飼育（稚蚕、壮蚕）技術：配付した飼育標準表によって病害の発生が減少し、

化蛹歩合が90％に向上し、蚕卵の非休眠卵の発現が抑えられるなど飼育成績が著し

く向上している。 

      ④ 繭質評価技術：繭質評価技術は指導されておらず、技術は確立されていない。 

      ⑤ 蚕品種の選定技術：Ｃ／Ｐは、我が国の蚕品種選抜技術を習得し、蚕系統維持や蚕

種製造が容易な二元交雑種 J３×C、N107×N112、N107×N111、N109×N112の選

抜を行っており、ネパールの実用交雑種として期待されている。しかしながら、雌

雄混合や他品種との混合が見受けられ、現場技術者レベルにおける雌雄鑑別技術や

蚕品種の混合防止技術の習得が不十分であった。 

      ⑥ 原系統の保存と増殖技術：原々々種（P３）、原々種（P２）及び原種（P１）の３

段階で系統維持するシステムが確立されている。また、ネパール保有原系統は、新

原系統の作出を行った結果、27系統から35系統に増加している。 

      ⑦ 原蚕飼育施設の整備：SDCの催青室、蚕飼育室、蚕種製造室、蚕種保護室及び蚕

種冷蔵室に必要な温度条件を確保するための空調機、冷蔵庫及び催青ユニットが設

置され、目的温湿度（25℃、85％）が確保できたことにより蚕卵の孵化が向上し、

斉一化できた。また、国連開発計画（UNDP）の協力により停電対策のための大型

発電機が設置されている。 

 

      なお、常山短期専門家（蚕の系統維持法）が、SDCにて、蚕品種の劣等化防止のた

めコンピューターを利用したデータ処理法と優良繭選抜方法を指導したが、マオイス

トによって同試験場が襲撃された際に、プログラム及びデータが入力されたコンピュ

ーターが持ち去られたことは、非常に残念である。 

      以上のことから、プロジェクトの成果は確実にあがっているが、最後の１年間は非

常事態宣言により専門家の派遣ができなかったことなどから、目標達成には至らなか

った。 

 

     b) 蚕種の製造及び保存、蚕種製造所の管理技術の向上 

      ① 糸繭用優良品種の大量製造・安定供給技術：糸繭用優良蚕種の大量製造技術はま



－12－

だ確立されていない。2001年には年間6,840箱のバラ種を製造したが、実際使用し

たのは3,227箱であり、残りの3,613箱が廃棄処分となった。このことから、糸繭用

配付規定を作成するにあたり、関係者と翌年の掃き立て予想を十分に検討して無駄

のない計画的な蚕種製造計画を推進している。 

      ② 蚕種の保存技術：我が国の蚕種保護技術を参考にして、ネパールの蚕種保護技術

が作成され、2001年には１年間保護した蚕種の孵化歩合は90％以上を示し、我が国

の技術と比較しても遜色のないほどになった。しかしながら、非常事態により専門

家が派遣できなかった2002年には、蚕種の孵化歩合が春期第２回目で30～60％に大

きく低下した。低下原因のひとつとして、蚕種の保存に使用できる冷蔵庫が１台し

かなく、春と秋に対応する温度管理が困難であることが考えられる。 

       このため、2002年秋から蚕種の保存方法を変更し、春に採取した蚕種を翌年の春、

秋に採取した蚕種を翌年の秋に使用する方法から、春に採取した蚕種を同年秋、秋

に採取した蚕種を翌年春に使用する方法に改めた。 

       なお、ネパールにおいてはまだ微粒子病の発生は認められていないものの、今後

の生産量増加にあたり、母蛾検査の必要性は高い。微粒子病の検査技術は概要説明

が行われたのみであり、今後の対応が必要である。 

      ③ 蚕種製造マニュアルの作成：2001年５月に、ⅰ）．蚕系統維持技術、ⅱ）．種繭生

産技術、ⅲ）．蚕種製造技術の３部からなるネパール語の蚕種製造マニュアルを200

部作成し、関係者に配付した。 

      ④ 蚕種製造施設及び保護施設の整備：蚕種冷蔵庫の整備が計画されているなどの進

捗はあるものの、中期的な機材整備計画等は作成されていない。 

      ⑤ チタプール蚕種製造所建設に関する技術指導及び助言：整備計画への助言は行っ

ているものの、UNDPからネパール事務所への機材等の引き渡しが遅れており、建

設計画は遅れている。 

      ⑥ 蚕種製造施設の管理に関する技術指導及び助言：一般的な管理に対する指導は行

っているが、UNDPによって供与された冷蔵庫等が１年以上放置されるなど、改善

の余地はある。 

 

      蚕種製造スタッフが２名しか配置されていなかったことから、重点的に技術指導を

行うことができ、２名のスタッフは一般的な蚕種製造技術を習得したが、課題は多く

残っている。 

      以上のことから、プロジェクトの成果は確実にあがっているが、最後の１年間は非

常事態宣言により専門家の派遣ができなかったことなどの理由から、目標達成には至
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らなかった。 

 

     c) 原蚕飼育分場における種繭生産技術の向上 

      ① 原蚕飼育蚕種製造システム（SDOを含む）の構築と運営・管理：種繭生産は主に

SDOが行い、種繭からの蚕種製造はSDCが行っている。また、SDCが年間の種繭生

産計画及び蚕種製造計画案を作成し、12月の養蚕技術会議で決定するシステムが構

築された。2000年及び2001年に同システムで運営し、システムは軌道に乗りつつあ

る。 

      ② SDOへの巡回技術指導及び研修：各SDOに対して養蚕技術の指導を行った結果、

2001年の１箱当たりの種繭生産量は、飼育時期が乾期にあたる春期第１回目と秋期

第２回目の作柄は比較的安定し、20kg／１箱であったのに対し、飼育時期が雨期に

あたる春期第２回目と秋期第１回目の作柄は10kg／１箱と劣っており、雨期にあた

る時期の原蚕種飼育技術に課題が残っている。 

 

      以上のとおり、プロジェクトの成果は確実にあがっているものの、プロジェクト期

間最後の１年間は非常事態宣言で、当該分野の専門家が派遣できなかったことから、

目標達成には至らなかった。 

 

    2) 養蚕技術開発・普及 

     a) SDC、SDOにおける桑苗生産、桑園管理、繭生産技術の向上 

      ① 掃き立ての適正時期：蚕作を安定させて収繭量を増加させるためには、掃き立て

を適正な時期に行う必要がある。そのため温湿度と桑の伸長との関係を調べるなど

して適正な掃き立て日を検討したが、雨期とダサイン祭との日程調整が難しいこと

が指摘されている。桑の伸長調査技術は習得され実践されているが、その利用につ

いては課題が残っている。 

      ② 良苗の生産、稚蚕、壮蚕用桑園の仕立て収穫法（条桑収穫育）：桑苗は挿木法で生

産される。従来の超密植型挿木法では活着率が低かったことから、専門家の指導に

より15cm×10cm間隔の挿木に変更した。 

       桑園の栽植本数は、10エーカー当たり1,200～1,500本程度とするよう、栽植技術

が指導され、植え付け時に堆肥を多量に入れて成長を促進することが徹底して指導

されている。技術移転は順調に行われ、桑苗の生産本数は目標どおり毎年350万本

ずつ、桑園面積は、毎年200ha程度ずつ増加している。2002年には、桑苗出荷本数

300万本（桑園面積200ha）を目標に、活着のよい温暖地のバンダラSDO及びイタ
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ハリSDOで12～１月に255万本、バンディプールSDO及びポカラSDOで８月に14万

本の挿木を実施している。 

       桑の収穫法は従来の葉摘み収穫から条桑収穫に改められ、SDC及び全SDOで条桑

収穫技術が実施され、収穫能率が著しく向上している。 

      ③ 蚕病予防と消毒技術：消毒方法等を指導した結果、消毒技術は向上している。ま

た、モデル集落において、小型消毒器設置等の共同作業の試みが進んでいる。 

      ④ 稚蚕飼育と壮蚕飼育技術： 

       ・稚蚕飼育については、SDCの飼育担当者、地域の中核農家、UNDPの技術者らを

対象とした研修会がSDC及び各SDOで数回実施されており、Ｃ／Ｐが講師を努め

るほどに成長している。CRCはUNDP等の援助を含めて38か所に増加したが、

稚蚕共同桑園の管理及び蚕種飼育技術者が、UNDPの協力終了以来配置されて

おらず、農業・協同組合省（MOAC）職員だけでは十分な指導はできない状態

である。 

       ・壮蚕飼育においては、低経費で実施可能な養蚕、労力を軽減する養蚕をめざし

た「平飼い棚・条桑育」方式が技術移転された結果、多くの農家で簡易な３～

４段の平飼い棚が作られ、３箱程度の蚕を飼育できるようになっている。 

         上蔟技術として、日本で昭和30年代まで使われていた「改良縄まぶし」をそ

の製作器とともに導入し、大きな成果をあげている。草の根無償資金協力援助

を活用して、まぶし製作道具を１グループ（農家30戸）に３台ずつ配布し、冬

季間にまぶし製作するよう指導している。上蔟環境は、繭糸質の良否に大きく

影響するため、改良縄まぶしの普及は上蔟・収穫の労力削減と良質繭の生産体

系の確立につながるものと期待される。 

      ⑤ SDC、SDOの施設及び技術の充実：本プロジェクトの供与機材のみならず、ネパ

ール政府予算でも施設整備が進んでいる。ただし、中期的な設備整備計画を有して

おらず、計画的に施設が整備されているとは言いがたい。 

       なお、プロジェクトの指導により、SDC、SDO職員の技術力は向上しており、養

蚕関連以外の部署への人事異動も比較的少ないことから、SDC、SDOの技術は充実

しつつあるといえる。 

      ⑥ 普及員を対象とした研修：2002年度にMOACとNGO間で締結される普及業務の委

託契約の締結が遅れたため、研修は実施されていない。委託契約が締結されしだい、

研修を実施する予定である。 

 

      プロジェクトが指導した技術は「新しい養蚕」技術としてネパール全体に普及して
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きており、作業効率は、従来の葉摘みによる養蚕に比べて６倍以上となっている。

なお、農家に対しては、桑の植え付け、堆肥の投入法、仕立て収穫法などの桑園管

理、蚕の成育と温度管理との関係、飼育時期と作柄の関係、飼育条件と繭糸質との

関係などが養蚕技術セットとして移転されている。

　　　　　　以上のことから、非常事態により政府がNGOに委託して各SDOに配置する30名

の技術者の公示が2002年７月以降となり、本年度は技術者の不足から養蚕農家への

指導が十分できないなど課題は残るものの、プロジェクトの成果は確実にあがって

おり、プロジェクト目標はおおむね達成されたといえる。

　　　　　　なお、繰糸・生糸生産については、SDCに大韓民国の乾燥機、煮繭機、多条繰糸

機が設置されており、繭の乾燥から繰糸まで一貫して実施できるようになっている。

現在、自国の繭生産量が少ないため、すべての繭が政府の管理下で生糸加工され、

販売されている。また、SDCでは下繭を使って真綿が作られ、この真綿から絹紡糸

が作られている。

　　　　　　また、ネパール政府予算で2001年に撚糸機が、2002年７月には合糸機が設置され、

合撚糸した生糸の生産が可能になった。また、初の100％ネパールシルクを試作す

るとともに、民間セクターとの連携を密にしながら、特殊生糸（座繰り）と加工（機

織）及びマーケティング等を前向きに検討している。

　　　　 b) モデル農家における桑園管理、繭生産技術の向上

　　　　　　モデル農家の育成は、体系化した総合的な養蚕技術を移転・展示する絶好の場で

あると同時に、育成されたモデル農家はその地域の中核となって、養蚕の普及に貢

献することが期待される。

　　　　　　モデル農家の養蚕経営（蚕の飼育・桑園管理）技術については、SDCの各SDO１

～２軒ずつ、計13軒のモデル農家を選定し技術移転を行った結果、モデル農家にお

いて、１戸当たりの繭生産量が177～209kgに、１箱当たりの収繭量が17.4～17.6kg

に改善した。これらは、一般農家において、１戸当たりの繭生産量が28.3kg、１箱

当たりの収繭量が11.7kgであるのと比較して、モデル農家の技術力が非常に高いこ

とを示している。

　　　　　 ① モデル農家の選定及び育成：現在モデル農家は、SDC及びSDOごとに１～３名

ずつ、計13名が選定されており、うち４名が女性である。

　　　　　 ② 養蚕農家の組織化：養蚕振興には養蚕組合等の組織化が必要であることか

ら、1999年から2002年の４年間で、120グループ（農家2,000戸）が結成された。

　　　　　 ③ 稚蚕共同飼育技術：Ｃ／Ｐ及び専門家が継続的に指導しているが、非常事態に

より十分な指導ができなかったことから、課題が残っている。
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      ④ ⑤ 繭の共同出荷と選繭、共同乾燥及び苗生産：Ｃ／Ｐ及び専門家が継続的に指導

しているが、非常事態により十分な指導ができなかったことから、課題が残ってい

る。 

      ⑥ 「新しい養蚕」の研修：すべてのモデル農家で条桑育、水洗い、日乾、防毒面の

着用消毒、平飼い棚、縄まぶし利用がなされ、「新しい養蚕」による飼育が実施さ

れている。この結果、2002年のモデル農家１戸当たりの繭生産量が209kg、１箱当

たりの収繭量が17.6kg、繭生産による１戸当たりの粗収入が３万3,253ルピーに増

加していることは、プロジェクトの大きな成果である。 

      ⑦ 座繰り（手紡ぎ）の指導：モデル農家への指導は行っていないが、民間業者への

指導を開始したところであり、今後の発展が期待される。 

      ⑧ モデル集落の選定及び消毒、稚蚕飼育、出荷などの共同作業：モデル集落の選定

は行われなかった。 

      ⑨ 撚糸、合糸の機械の設置により、民間セクターとの提携による100％ネパールシル

クの試作を指導する：モデル農家での100％ネパールシルクの試作は行っていない

が、民間業者による試作を行っており、今後の発展が期待される。 

 

      桑の生長に合わせた適正な掃き立ての技術を指導しているが、非常事態で予算執行

が遅れ、農家に配る消毒薬等の配付も遅れたことから、2002年春期第１回の掃き立て

が10～15日遅れるなど、適正掃き立て時期の調整には課題が残っている。 

      また、稚蚕共同飼育技術、上蔟技術、共同選繭技術についても、Ｃ／Ｐ及び専門家が

継続的に指導しているが、非常事態により十分な指導ができなかったことから、課題

が残っている。 

      以上のことから、非常事態により指導が十分にできず課題は残るものの、プロジェ

クト目標はおおむね達成された。 

 

    3) モニタリング計画策定／業務調整 

     a) プロジェクトの運営管理が効率的に行われる。 

      ① SDC、SDO、モデル農家におけるプロジェクトの運営管理、モニタリング：プロ

ジェクト開始前から開催されているIED、SDC、SDO職員間での年一度か二度の定

例会議が開催されており、日本人専門家も参加している。そのほか、IED職員は隔

月にSDO訪問、又はSDO職員をSDCに呼び寄せてモニタリングを行っている。 

      ② 養蚕関係機関との連携：UNDPコンサルタントに研修を行うなどの活動を行って

おり、プロジェクト活動にプラスの効果があった。 
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　　　　 b) 広報活動の推進により、養蚕振興に係る知識の高揚が図られる。

　　　　　 ① 広報活動の強化推進、養蚕PR資料の作成：養蚕知識をネパールの国民に普及

する広報活動に関しては、プロジェクト期間中に養蚕関連の記事が７回新聞に掲

載されるなどの成果があった。しかし、PR資料は作成されておらず、テレビ放

映用の養蚕ビデオも、日本人専門家が安全管理上の観点からモデルサイトを訪問

できないことを理由にキャンセルとなった。テレビ放映用の養蚕ビデオ作成につ

いては、日本人専門家が現地訪問せずとも、Ｃ／Ｐに作成を任せることが可能で

あったと思われる。

　　　　　　　2002年４月以降、日本人専門家が安全管理上の観点からSDCを訪問することが

できなくなったため、日本人専門家とSDC職員との定例会議がミニプロジェクト

オフィスにて２回実施された。

　　　　　　　また、養蚕技術開発・普及の専門家は、春蚕の２回と秋蚕の２回の桑の芽が出

る時期に、安全管理上訪問が可能なモデルサイトを訪問し、状況を把握してきた。

　　　　　　　上記のとおり、主にモニタリングはネパール側主導で実施されたが、日本人専

門家間、日本人専門家とＣ／Ｐの間のプロジェクト運営管理に関するコミュニケ

ーションがスムーズであったとは言いがたい。IED課長の提言により、プロジェ

クト終了半年前から日本人専門家とIED課長の月例会議が開催されることになっ

たが、より早い段階からかかわる会議を開催すべきであった。このように日本側

からのプロジェクト活動のモニタリング管理業務は受け身的であり、効果的に計

画されたとは言いがたい。

　　 4) 政策提言

　　 a) 設備整備：SDC及びSDOの設備は日本側投入のみならず、ネパール側によって撚糸機

及び合糸機が調達されたほか、蚕室を建設するなど、設備整備は進んでいる。た

だし、中長期的な設備整備計画が策定されておらず、策定を行ったうえで計画的

整備を行うことが望ましい。

　　 b) データ整備：IED及びSDCによって養蚕に係る基礎データは収集されており、そのう

ち気温、湿度などのデータは本プロジェクトの供与機材によって行われている。

また、SDC及びSDOの定期会合を利用して統計データを整備しており、特に2001年

11月以降に日本人専門家が地方出張できなくなったことによって、SDC長及びSDO

長の会合を増やしたことから、更なる改善は必要であるものの統計データの精度

は向上している。

　　 c) 法・規則：養蚕に係る基本法は制定されていない。また、苗木価格、繭価格、蚕種価

格に係る規則は設定されているものの、繭選別、苗木、製糸、普及、農民組合、民
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間セクターに係る規程及びガイドラインがなく、整備が必要となっている。ネパール

において養蚕行政は開始されたばかりの試行錯誤段階であり、法整備には時間が必要

である。 

     d) 生糸品質向上：撚糸機及び合糸機の導入、及び繭品質向上によって品質向上を図っ

ているものの、年間生産量が30tと少ないうえ、民間セクターが育成されていないこと

から入札制度を導入するには至っていない。 

     e) 普及体制の確立：2001年度に普及員をコントラクトアウトによって傭上する予定で

あったが、MOAC内での手続きに時間を要し、年度終了時までに契約を締結すること

ができなかった。そのため、2002年度（2002年７月から）予算での契約に向けて手続

き再開中である。今年度の予算は確保されているものの、今後、継続して普及員を確

保するための予算は確保できていないこと、普及員の訓練が必要であることなど、普

及体制の整備には課題が山積している。 

     f) 研修制度の整備：ドニベシSDOを中心とした研修体制を確立する案があるものの、

具体的な計画として策定されておらず、今後の取り組みが必要となっている。 

     g) 長期計画：1996年に策定された長期養蚕振興計画の内容が現状と乖離している。目

標が高く設定されていたことから、達成は困難とみられる。長期計画の見直しが必要

と思われるが、その必要性についてネパール側関係者が十分に認識していない。更な

る助言指導が必要である。 

     h) International Silk Associationへの加盟はなされていない。加盟の必要性についての議

論を行うべきである。 

 

  (3) プロジェクト影響外における養蚕農家の状況 

    ネパールの従来の養蚕は、目棚飼いで丸蚕泊を１枚１枚、給桑のたびに引き出し、桑葉

で給桑している。桑の葉を１枚１枚摘み取って「かご」に入れ、蚕室に運んでいる。 

    稚蚕飼育もほとんどは各農家で行っており、桑の葉を重ね、蚕の大きさに合わせて裁断

して給桑している。壮蚕飼育は丸葉育、自然温度で行っている。上蔟は竹蚕泊（１m×２m）

等を使用している。 

    蚕具類の水洗いや日乾消毒を行っておらず、消毒機の質も高くないことから、防毒面な

しでホルマリン消毒を行っている。 

    また、気候に合わせた飼育ができておらず、養蚕に不適な雨期でも飼育を行うほか、飼

育回数を重ねることによって蚕病が多発し、秋蚕は違作が多くなっている。 

    養蚕を始めて２～３年は病原菌も少なく問題は発生しないが、４～５年継続して飼育を

続けると病原菌が残留し、違作が続き、借り入れ（借金）を行って養蚕を始めた農家は、
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返済できないまま養蚕を止めるケースがある。 

 

  (4) プロジェクト達成に貢献した他の要因 

    韓国国際協力事業団（Korean International Cooperation Agency：KOICA）は、Sericulture 

Development Programを1973年から1998年まで実施し、養蚕を通じた収入向上を試みてきた

が、現在はイタハリSDOの製糸工場に１名のボランティアを派遣している以外の協力は終

了している。 

    当プロジェクトの蚕種製造分野の専門家が、SDC及びイタハリSDOで技術移転を行う際

に、KOICAから供与された機材を有効活用して技術移転を行った。 

    また、UNDPは「養蚕を通じた地域開発プログラム」（Sericulture for Rural Development 

Programme：SRDP）を、1997年７月から2001年12月まで実施した。７郡で技術者74名を雇

用して養蚕農家の育成を行った際には、本プロジェクトで指導している技術を採用した。

また、SRDP及びNGOのスタッフ、リーダー農家を対象に本プロジェクト専門家が研修を実

施した。 

    さらに、本プロジェクトが作成した養蚕マニュアルを、SRDPのテキストとして2,000部

増刷し農家に配付した。 

    SRDPの４年間の活動により、新しく桑を植えた農家（1,200本／10エーカー）が2,100

戸、１回飼育を経験した農家が800戸、２回飼育を経験した農家300戸、小規模CRC24か所

と新しい養蚕農家が増加している。 

    また、「新しい養蚕」の推進を図るためには、末端農家グループの育成強化が必要である。

将来的には村・町・郡・県の全国レベルでの組織的活動ができることが望ましいため、草

の根無償資金協力によって1999年から2002年の４年間に120グループ（農家2,000戸）の農

家グループを設置し、各グループに防毒マスク１個、消毒器１台、まぶし製作装置３組を

供与した。そのほか、個々の農家に剪定鋏１丁、温湿度計１個が貸与され、グループ活動

と組織化の助長を図った。 

    なお、ダンクタSDOのモデルサイトでは、桑を植えている農家数が増大しているが、こ

れは現地で活動しているNGOの影響によるものである。 

 

  (5) 有効性を欠いた要因 

    非常事態宣言が、2001年11月26日から2002年８月26日まで継続した。2002年８月27日に

解除されたものの、専門家の地方の出張が制限されたことから、プロジェクトの推進に影

響を及ぼしている。 

    SDC及び各SDOのうち、４か所（コパシSDC、バンダラSDO、シャンジャSDO、バンデ
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ィプールSDO）の立ち入りが制限されたため、養蚕試験場長等をカトマンズに招へいして

技術移転を行っている。 

    また、SDCで勤務を予定していた蚕種製造の専門家の派遣を取りやめたため、蚕種製造

分野の技術移転を十分に行うことができなかった。 

 

 ３－１－３ 効率性 

  (1) 日本側からの投入 

    1) 専門家派遣 

     プロジェクトマネージャーは、全専門家が十分に活動を行ったと評価している。ただ

し、桑園造成・桑栽培分野の短期専門家の派遣期間が２か月と短く、技術移転を十分に

行うことはできなかった。少なくとも６か月間の派遣が必要である。 

     蚕種製造管理分野は、他ドナーの協力実績がない分野であり、本プロジェクトの活動

が最も有益であったと大半のＣ／Ｐが評価している。しかし、技術移転が行われたＣ／Ｐ

２名のうち１名が、修学のため休職しており、技術を実際に活用しているのは１名のみ

である。もっと多くの人員に技術移転すれば、よりSDCの活動が効率的になったと思わ

れる。 

    2) 供与機材 

     蚕種保存用の冷蔵庫、及び蚕種催青ユニットは導入当初から故障が多く、３回の修理

が必要になるなど、蚕種製造管理分野の活動の効率性に影響を及ぼした。当機材の設置

のため、据え付け技師が日本から派遣されたが、酸素溶接で行うべきところを簡易溶接

で済ませたために、当機材からガスが漏れていたことが原因と推察されている。 

     また、2002年度に２台の乾燥機を供与する予定となっているが、供与はプロジェクト

終了間近と見込まれ、当機材を用いての技術移転が困難である。 

     蚕種（P２、P３種）系統保存及び個別識別技術のソフトウェアの入ったコンピュータ

ーが、SDCの襲撃事件時に強奪されたため、そのソフトウェアを用いた実務が不可能と

なった。MOACは、2002年度予算で新しいコンピューターを購入する予定であるが、コ

ンピューター盗難により、当分野の効果の発現が遅れたといえる。 

    3) Ｃ／Ｐ研修 

     研修を受けたＣ／Ｐの大多数は、プロジェクト活動のキーパーソンとなっており、プロ

ジェクト活動の効率性促進に貢献した。プロジェクトマネージャーは、全研修員が研修

で得た知識を業務に活用しているとコメントしている。 

     ただし、桑園造成・桑栽培分野については、日本とネパールの気候の違いから、研修

成果をネパールに直接適用することは困難であり、今後の試験研究を通じて適用可能性
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を検討する予定である。 

     プロジェクトマネージャーは、研修による人材育成が投入のなかで最も重要であり、

特に、ネパール政府予算によるインド視察及び本プロジェクト予算によるタイ視察旅行

の成果が高かったとコメントしている。 

    4) ローカルコスト負担 

     ネパール側予算上の制約から、2002年４月から日本側が機材の定期検査代及び修理費

をより多く負担しているが、プロジェクト終了後はSDCの予算から供出することが必要

となる。 

     安全管理上の観点から、日本人専門家のモデルサイト訪問が制限されたため、2002年

４月からSDCの職員をミニプロジェクトオフィスに招へいして２回会議を開いたが、会

議開催に必要な交通費、日当、会議費等の経費は日本側が負担している。 

     なお、MOACにプロジェクト事務所を設置しなかったため、日本側が家賃、電気代、

水道代、電話代等を負担してプロジェクト事務所を借り上げた。 

 

  (2) ネパール側からの投入 

    1) プロジェクトサイトの敷地、建物、施設 

     ネパール側の負担により、SDCとSDOに蚕種保存の３つの蚕室が増築され、イタハリ

SDOに１haの母樹園が造られた。 

     チタポールに蚕種製造所が開設される見込みであるが、土地所有権の問題から開設が

遅れており、専門家はその施設を活用して技術移転を行うことができなかった。 

    2) Ｃ／Ｐの配置 

     約５名のスタッフが各SDOに配置されているが、２郡から10郡という広範囲な地域を

管轄しており、人員は十分ではない。 

     ネパール政府は、1997年からUNDPの支援によって普及活動を実施してきたが、2001

年度末にUNDPの協力が終了したあとは、普及員の雇用を行っていない。 

     なお、2001年度には食糧増産援助（２KR）（Second Kennedy Round：KR２）見返り資

金を活用して、30名の普及員が雇用される予定であったが、予算の配分が遅れたため契

約を締結することができなかった。 

     また、2002年度にも２KR見返り資金を活用して、NGOに40名の普及員の雇用を委託す

る予定であったが、MOACによる初めてのNGO委託であり、手続きが滞っているほか、

2001年11月からの非常事態宣言による予算の削減、２KR見返り資金の執行の遅れなどの

理由により、契約手続きは2002年９月に開始されたばかりある。したがって、2002年度

の普及活動は皆無に等しく、プロジェクト活動にも影響を及ぼしている。 
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    3) 資機材 

     ネパール側の予算により、撚糸機と合糸機がSDＣに設置された。 

     なお、養蚕に必要な消耗品は、ネパールで購入することを原則としているが、一部消

耗品を供与機材で調達した。 

    4) 予 算 

     本プロジェクト実施に係る予算の約９割は２KRから支出されている。しかしながら、

2002～2003年度は２KR予算の本プロジェクト割り当てが削減された。また、政府の研修

等の方針が変更になったこともあり、ネパール政府が独自予算で実施していた養蚕分野

の研修数が2002～2003年度には減少した。 

 

 ３－１－４ インパクト 

  (1) 技術的インパクト 

    平飼い棚・条桑育、縄まぶし上蔟を用いた「新しい養蚕」技術は、従来の葉摘みによる

養蚕と比べて効率的であり、従来は１箱の飼育に３人を要していたが、同技術を導入後は

１人で２箱飼育することが可能となり、飼育効率は６倍以上となった。 

    モデル農家のうち、養蚕開始後15年目のR.アディカリ氏の場合、1996年は従来の飼育方

法で延べ70人を雇用して、繭200kg生産していたが、「新しい養蚕」技術を取り入れた1997

年の繭生産量は家族のみで508kg、2000年は693kg、2001年は768kg、2002年は953kgと大き

く効率をあげている。収入も1997年の8,100ルピーから、2002年には137,119ルピーと増加

している。 

    同氏は、新たな蚕室の設置、桑園造成を行うなど養蚕経営への意欲が強く、また高い技

術力を有しており、CRCなどを通じて周辺農家への指導的役割も果たしている。 

    また、ジトプール村ではモデル農家をリーダーとして、20戸で６万本桑を植え付け、飼

育農家が９戸に増加しているほか、マディ村ではモデル農家から他農家に平飼い棚、条桑

育が波及するなど、各地でモデル農家を中心に新しい養蚕が波及しており、波及効果が高

い。 

    モデル農家13戸のうち４戸が女性のみで飼育を行っており、養蚕は女性に適した産業で

あることが実証され、一般農家への波及効果もあげている。 

 

  (2) 経済的インパクト 

    繭糸製品は他の農作物と比べて長期間の保存が可能であり、繭や繭糸製品を出荷する時

期を選択できるため、他の農産物より経済的に有利といえる。 

    1,500本から3,000本の桑の木を植えた場合、年間２～３回の養蚕で約70kgの繭が収繭可能
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であることから、養蚕から得られる収入は年間１万～２万ルピーに達すると予想される。注1 

    モデル農家の生活水準は「新しい養蚕」技術の導入後に改善しており、何軒かのモデル

農家は稲作や桑栽培用の土地購入、養蚕事業の拡大、テレビ購入等を行っている。モデル

農家の経済状態が向上したことにより、近隣の農家との収入格差が広がることが懸念され

る一方、収入格差が近隣住民の養蚕事業を始めるインセンティブにつながる肯定的な効果

にもなり得るため、MOAC関係者からは多少の収入格差はプラスのインパクトとして取り

扱いたいとのコメントがあった。 

 

  (3) 社会・文化的インパクト 

    従来の方法よりも養蚕にかかる手間が格段に減少した「新しい養蚕」技術は、ネパール

の中山間地の女性の収入に適しており、女性の地位向上にプラスのインパクトをもたらす

可能性がある。 

    養蚕を始めるには10エーカー以上の桑畑が必要であり、土地なし農民や土地所有面積が

少ない農家にとっては、現在のところ養蚕を始める手段がない。MOACは未利用地の貸し

出しや共同飼育等の対応策を検討しているが、実行には移されていない。対応策がないま

ま養蚕を促進した場合、農民間の不平等感を増大するおそれもある。 

 

  (4) 環境的インパクト 

    桑の根は土地に根を張り土どめの役割を果たすため、傾斜地の土壌保全に有効である。

1997年の集中豪雨で道路が寸断されるなどの土砂崩れ被害が各地で多発したが、ドニベシ

SDO及びダディン郡のモデル農家のテラス桑園は、大雨による被害が少なく、テラス桑園

も原型をとどめていた。したがって、傾斜地における桑の植林は地滑り防止・土壌保全の

観点から自然環境にプラスのインパクトをもたらすといえる。 

 

 ３－１－５ 自立発展性 

  (1) 制度的自立発展性の見通し 

    ネパールにおいて養蚕は比較的新しく導入された産業であり、養蚕に関連する法や規則

がまだ整備されてない状況である。養蚕振興のための普及制度も郡の農業事務所を通じて

行うこととなっているが、有効に機能してはいない。 

    また、養蚕に関連する各種市場が整っていないため、各SDOが養蚕農家に蚕種を配付し、

繭を買い取っている。桑苗は郡の農業事務所、NGO、民間経営の種苗園を経由して配布さ

                                                                                          
注1 政府により、繭の１kg当たり価格は150ルピーに統一されている。 
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れる。また、繭の品質に沿った価格体系は大まかな区分体系はあるものの、更なる整備が

必要である。 

    さらに、ネパール政府は、桑苗の補助金（１本0.5ルピーのうち、0.15ルピーを補助）、

消毒剤（ホルマリン、RKO等）の無料配付、安価での蚕種提供（１箱20ルピー、２齢まで

共同飼育した稚蚕１箱は45ルピー）等を行っており、生産量が増加するに従って、政府の

財政負担が増加する構造となっている。 

    必要な法や規則を整備し、有効な普及制度を構築することが制度的自立発展性を向上さ

せていくうえで重要である。 

 

  (2) 財政的自立発展性の見通し 

    プロジェクト運営に必要な予算の約９割は、２KRから支出されている。ネパール財政当

局が作成した2002年３月～2004年５月の農業セクター中期支出枠組み（Medium Term 

Expenditure Framework：MTEF）では、養蚕は最も高い優先分類に位置づけられ、３年間の

予算の配分計画が策定されている。同枠組みに記載されている予算が全額配分されれば、

第10次５か年計画に規定されている活動を行うことは可能であるが、実際の予算配分は年

度ごとに決定されており、予算額も変動するため、予算が確保されているとは言いがたい。 

    このような観点から、財政的自立発展性の見通しはあまり高くはない。 

    なお、MOACは、養蚕に係る普及事業をMOAC予算ではなく、地域に根ざした組織

（community based organizations）、NGO、民間セクター等を活用して行う戦略を掲げてい

る。 

 

  (3) 技術的自立発展性の見通し 

    1) 養蚕試験場（SDC、SDO） 

     延べ42名のＣ／Ｐのうち、６名が日本で研修を受けており、技術を習得したＣ／Ｐは現

地国内研修の講師も務めている。また、マニュアルや「新しい養蚕」の絵読本も作成し

ている。 

     また、基本的な技術は習得しており、技術の定着率は高いといえる。 

     しかしながら、ネパールの状況に適した養蚕技術を改善するための調査・研究を行う

技術は十分でなく、ネパールにおける養蚕の自立発展性を阻害する要因となっている。 

    2) モデル農家 

     モデル農家は、日本から導入された技術体系を理解し、信頼していると見受けられる。

モデル農家13戸のうち１戸で蚕室の増設、４戸で蚕室の改善、３戸で新植を行うなど、

今後も更に技術や設備を改善しながら継続していく強い意志を抱いており、現在の養蚕
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制度の下での自立発展性は高いといえる。 

 

３－２ 結 論 

 本件調査団は、ネパール側と合同評価チームを結成のうえ、Ｃ／Ｐからのヒアリング、現場視察

等の評価調査を実施し、その結果を合同評価報告書（英文）に取りまとめ、双方代表者が署名を

行った。 

 ３年間にわたりプロジェクトを実施した結果、蚕種製造、政策提言を中心に目標達成に至って

いない課題は多いものの、治安状況の悪化によりプロジェクト活動が大幅に制限されたこと及び

ネパール側の体制等のプロジェクトをとりまく制約条件を考慮すると、期待し得る最大限の成果

はほぼ得られたと判断される。 

 これ以上の成果を得ようとすれば、治安状況の推移を考慮しつつ、改めてプロジェクトのフレ

ームワークを仕切り直すことが必要であると判断されることから、当初計画どおり、2002年11月

30日をもってプロジェクトは終了することが妥当であると結論づけた。 

 

 (1) プロジェクトの意義 

   養蚕は、イネ、野菜等の作物栽培には不向きな傾斜地をも活用できること、比較的腐敗し

にくく流通性のある換金作物であること、農村地帯が比較優位性をもつ資源を活用できる労

働集約型であることなどから、ネパールでの生糸生産が国内需要を満たすにはほど遠い状況

にあることをも考慮すると、条件が整えば中山間地帯における貧困軽減を推進するための有

効な方策となり得ることが、本プロジェクトを通じて明らかになった。 

   これは、プロジェクト開始時と現時点の比較において、モデル農家での繭の生産量・生産

性の向上のみならず、繭生産量の増加（13t→41t）、蚕の飼育農家戸数の増加（480戸→131戸）、

及び近未来の蚕飼育農家予備軍ともいえる桑植え付け農家戸数の増加（2,068戸→4,552戸）

等の事実により確認し得る。 

   また、本プロジェクトを実施した結果、UNDP、KOICA等他のドナーの協力による貢献な

いしは連携も得て、比較的新しい試みである養蚕が、今後、ひとつの産業として発展する可

能性を具体的に検討し得るような気運と地歩を築いたといえよう。 

  〔注：ネパールにおいて、養蚕は1970年代に導入されたが、試行錯誤を重ね、1995年から日

本の協力（専門家派遣及び本プロジェクト）が始まったにすぎない。〕 

 

 (2) 計画の妥当性 

   本プロジェクトのフレームワークは、３年間のチーム派遣（いわゆるミニプロジェクト）

にしては、ネパールにおける養蚕振興に必要な課題を、時系列にかかわらず、ほぼすべて盛
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り込んであり、やや過大であったと言わざるを得ない。 

   養蚕という比較的新しい試みが、ネパールのような最貧国（Least Less Developing 

Countries：LLDC）において自立発展的に実施できるようになるためには、相当の（20年、

30年という単位で）年月を要することを考慮すれば、まず大まかな養蚕振興事業の全体像及

び日本側の協力の全体像（ネパール側へのハンドオーバーの戦略を含め）を検討し、かつ覚

悟を決めたうえで、第１期として本プロジェクトの内容・範囲等を定めたほうが有効な協力

になったと判断される。 

 

 (3) プロジェクトを成功に導いた要因 

   気象条件等の点でネパールに適していると思われる養蚕に着目し、ネパール向きに、すな

わちコストをかけない方法を一貫して追及する形で、導入及び定着を試みたことがひとつの

要因と判断される。また、日本人専門家が、特に都竹専門家においては、個別派遣専門家時

代（４年間）を含め７年間にわたり、養蚕の導入及び定着に必要な課題についてはその内容

のいかんを問わず、一貫して献身的に対応したことが大きな要因であると判断される。 

 

 (4) 問題点及び問題を惹起した要因 

   そもそも本件の実施機関であるMOACのみならず、ネパール政府全体がオーナーシップ意

識を欠如しがちである状況下で、長年にわたる献身的な活動、すなわち日本側主導の活動が、

結果として先方の依存心を助長させた側面は否定できない。 

   ネパールにおける政府の行動様式を考慮すると、養蚕の地歩を築くためには、農家段階で

の実証を通じ、半ば力づくで養蚕を導入するしか方法がなかったとも思われる。しかし、前

述のとおり、今やひとつの産業として発展する可能性を具体的に検討し得るような状況に至

ったことからみて、今後JICAが協力を実施する場合には、技術協力の原理原則に立ち返って

プロジェクトへの取り組み方を仕切り直すことが、長い目でみた自立発展性を確保するため

には重要である。 

 

 (5) ネパール側による今後の措置 

   合同評価報告書に記述のとおり、本プロジェクト活動を継続的に実施することに加えて、

これを発展的に拡大させていくという趣旨から、中長期の養蚕振興計画の策定（現実的な計

画となるよう既存の計画を見直す）、及びその実施に必要な体制、予算及び環境（各種の法

律、規則等の制定を含む）の整備が重要である。 

   現状では、政府による蚕種の安価提供・配布、稚蚕飼育、繭の集荷、製糸等の面で、いわ

ば「政府丸抱え」の形で養蚕が行われているが、ネパール政府の財政事情及び組織・人員の
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体制を考慮すると、自立発展的な方法とはいえない。今後の養蚕振興の体制整備においては、

まずは法律、規則等の環境を整え、適切な範囲、タイミング及び手順で民間セクター及び農

家（農家グループ）を活用していくことが重要である。 

 

 (6) 日本側のかかわり 

   1) 基本的な考え方 

    これまでの経緯、ネパールの事情（LLDC、貧困問題）、養蚕業の性格、日本・ネパール

関係を考慮して、ネパール側へのハンドオーバーを視野に入れつつ、養蚕振興を通じた貧

困軽減のため「細く長く」支援を続ける。 

    ただし、かかる支援が逆に依存心を増大させてネパールの将来性をつぶすことのないよ

う、一定程度のオーナーシップの意識が明示的に確認されることが協力実施の前提条件で

ある。 

   2) 2003年度要望調査への対応案 

    a) 既に正式要請書が提出されている新規プロジェクトについては、プロジェクト内容・

範囲・規模は事前評価調査を通じて決定されること、また、ネパール側の対応（実施体

制）いかんでは時期尚早との判断もあり得るとの条件つきで採択する。 

    b) 取りあえず、本プロジェクト終了後のフォローアップとして１名の長期専門家を派遣

する。 

     主な任務は、ネパール政府による養蚕振興のための各種施策立案への指導助言とする。

養蚕振興のために必要な措置は極めて多岐にわたり、到底短期間で実施し得るものでは

ない。そこで、実施に移す優先順位及び相互関係を検討するとともに、ネパール側の実

施体制の整備（オーナーシップ意識の醸成を含む）を慫慂することが主眼となる。当然

のことながら実施体制整備の慫慂は同専門家のみならず、JICA事務所による日常的な接

触及び後述の事前評価調査を通じて実施及び確認されるべきものである。 

     なお、同専門家の執務室は、本プロジェクトでは諸般の事情から先方実施機関IEDと

は別の場所に執務室を設けたが、その役割を考慮すると、先方実施機関内に設置するこ

とが妥当である。 

    （注：本プロジェクト開始当時、先方実施機関の執務スペースに余裕がなく、やむを得

ず別の場所に執務室を借り上げた。本年１月に先方実施機関の新執務棟が完成し、供用

を開始した。） 

     あわせて、蚕種製造等の補足的な技術協力が必要な課題については、適宜短期専門家

を派遣してプロジェクト成果の維持・発展を側面的に支援する。 

    c) 政策提言の長期専門家の活動状況を踏まえつつ、2003年度（及び必要に応じ2003年度
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以降）に事前評価調査を実施して、養蚕振興事業の全体像及び新規プロジェクトのフレ

ームワークにつき協議するとともに、ネパール側の実施体制を確認する。 

     このステージでは本プロジェクトの成果が不幸にして無に帰しないよう、前述のとお

り必要に応じて短期専門家を派遣し、実施体制を十分に確認することなく拙速に、新規

プロジェクトを開始するような事態を避けることが重要である。今次評価調査において

も、あらかじめ合意のうえ、日本・ネパール合同評価という形式を採用したものの、評

価調査活動へのネパール側の参画は、部分的かつ受け身的であり、オーナーシップの意

識はおよそ十分とはいえない。 

     加えて、新規プロジェクトのフレームワークの検討にあたっては、次の諸点が重要で

ある。 

      ① 自立発展性を考慮し、インプット（専門家派遣、機材供与、現地業務費等）は厳

に必要最小限にとどめること 

      ② ボランティア事業との連携を考慮すること 

      ③ 日本国内の支援体制（専門家派遣、研修員受入れ）を考慮し、適宜近隣国の養蚕

関係機関との連携を図ること 

      ④ ネパール国内の養蚕関係者（他省庁、NGO、民間団体）を積極的に関与させるこ

と 

      ⑤ 治安状況の影響ないしは治安状況への対応を考慮すること 
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第４章 提言及び教訓 
 

４－１ 提 言 

 プロジェクトの成果が持続し、更なる発展につなげるために、合同評価委員会がまとめた課題

と必要な方策は以下のとおりである。 

 

 (1) プロジェクト終了後の自立発展性を高めるために、ネパール政府は必要な人材を配置すべ

きである。また、上位目標を達成するためには、資機材の適正な維持管理に必要な予算配分

が不可欠である。ネパールの貧困削減における当プロジェクトの重要性と性質にかんがみ、

当プロジェクト活動は継続する必要がある。 

 

 (2) 蚕種製造管理及び繁殖分野の技術移転に関しては、２名のＣ／Ｐに技術移転されたが、その

Ｃ／Ｐから他のスタッフへの移転がなされなかったため、品質管理の面で依然問題が残ってい

る。品質管理に重点的に取り組み、蚕種製造に係るチェックシステムを構築することを強く

奨励する。 

 

 (3) ネパール政府は、普及員のコントラクトアウトの手続きを至急進めるべきである。 

 

   さらに、次のステージはプロジェクトの主要な成果を普及する段階となることを考慮し、

以下の方策を提言する。 

 

 (1) 現実的かつ戦略的な中長期養蚕開発計画をネパール政府自身の主導で進めるべきである。 

 

 (2) 中長期養蚕開発計画を実施するうえで必要な財源を確立すべく、ネパール政府は継続的に

努力すべきである。財源として以下の方策が評価チームより提言された。 

   ① 適正価格での蚕種の配付 

   ② 繭、生糸と桑苗及び蚕種価格の適正化 

   ③ 生糸の販売に関する入札制度の導入 

 

 (3) ネパール政府が中長期養蚕開発計画に着手するにあたり、組織構築のため以下の方策をと

ることを提言する。 

   ① 人材育成の実施、及び有能な人材や研修を受けた人材の継続配置 

   ② 研修を受けた普及員の配置を含む普及制度の構築並びに改善 
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   ③ 養蚕研修所及び研究所の開設 

   ④ 桑苗生産、稚蚕共同飼育所（CRC）、選繭、糸繰、合糸、撚糸等を民間移行させるため、

民間セクター及び農民グループを指導・育成する環境の整備 

 

 (4) ネパール政府が、土地なし農民や土地所有面積が少ない農民が養蚕を実施し得る体制整備

を講じることを提言する。 

 

 (5) ネパール政府が、絹糸産業促進のために必要な法及び規則を、時期を逸することなく整備

し、施行していくべきである。 

 

 (6) プロジェクト活動を引き続いて行うために、１名の日本人専門家を派遣する必要性を評価

委員では確認した。 

 

４－２ 教 訓 

 以上、第２章から第４章４－１までは合同評価レポートに記載したとおりであるが、これに加

え、当プロジェクトの経験から、他の類似プロジェクトの運営管理面で、参考となると思われる

教訓は以下のとおりである。 

 

 (1) プロジェクト実施にあたっては、相手国政府が具体的政策及び中期行動計画の両方を明確

に打ち出しているものの、技術的な観点から計画実施に支障が生じている分野に対して協力

を行うことが重要である。相手国が具体的な行動計画を有していない場合は、行動計画策定

後に協力を開始するか、行動計画策定も含めた協力を行うべきである。プロジェクトは「JICA

プロジェクト」ではなく、「相手国政府の行動計画の一部分の実施をJICAが協力する」とい

うものであることを、プロジェクト実施前に両国関係者に認識させることが必要である。 

 

 (2) 自立発展性を考慮し、インプット（専門家派遣、機材供与、現地業務費等）は厳に必要最

小限にとどめるほか、他ドナーの財源も含めた幅広い資金ソースを有することが重要である

   当プロジェクトにおいては、既存の他ドナーの養蚕分野の協力で供与された機材を活用す

ることが可能であったため、必要最小限の投入で事業を行うことが可能であった。また、草

の根無償資金協力、UNDPとの連携が非常に効果的であった。 

   事前調査段階で、相手国政府の予算状況、他ドナー等のインプットを確認し、プロジェク

トの適性規模を判断することが重要である。 
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 (3) 養蚕等の日本国内の支援体制（専門家派遣、研修員受入れ）が限られている分野において

は、近隣国の知見を活用すべく、近隣国関係機関との連携体制を築くことが重要である。 
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１．調査日程 

日順 月日 曜日 移動と業務 宿泊地 

１ 9/28 土 ・評価分析団員 

成田発（11:00）→バンコク着（15:30）（TG641） 

バンコク 

２ 9/29 日 ・評価分析団員 

バンコク発（10:30）→カトマンズ着（12:35）（TG319） 

カトマンズ 

３ 9/30 月 ・評価分析団員JICAネパール事務所打合せ 

専門家・カウンターパート（Ｃ／Ｐ）からヒアリング 

カトマンズ 

４ 10/1 火 ・総括ほか３名 

成田発（11:00）→バンコク着（15:30）（TG641） 

・評価分析団員 

（終日）専門家・Ｃ／Ｐからヒアリング 

(総括ほか３名) 

バンコク 

(評価分析) 

カトマンズ 

５ 10/2 水 ・評価分析団員 

Ｃ／Ｐからヒアリング 

・総括他３名 

バンコク（10:30）→カトマンズ着（12:35）（TG319） 

・全団員 

14：30 JICAネパール事務所打合せ（事務所及び専門家） 

16：00 在ネパール日本大使館表敬 

カトマンズ 

６ 10/3 木  9：30 大蔵省Under Secretary表敬 

10：30 農業・協同組合省Acting Secretary表敬 

11：00 農業・協同組合省農業局担当者との協議 

評価委員会打合せ（活動概要報告、農業省の養蚕

振興計画の進捗状況等、今後の養蚕振興計画（予

算・人員配置）、実施体制整備計画等） 

14：00 評価チーム打合せ 

農業・協同組合省農業局産業昆虫課からの聞き取

り 

カトマンズ 

７ 10/4 金 10：00 Ｃ／Ｐからの聞き取り（蚕種製造：系統保存と蚕品

種育成） 

15：00 ネパールシルク試作業者視察 

カトマンズ 

８ 10/5 土 （終日）ドニベシ養蚕試験場支場視察 

モデル農家及び波及農家視察 

カトマンズ 

９ 10/6 日 10：00 Ｃ／Ｐ（農業・協同組合省農業局産業昆虫課課長及

び養蚕試験場支場長）から聞き取り（養蚕技術開

発：良苗の生産、桑園管理、消毒技術、繭生産（平

飼い棚、条桑育）等） 

（午後）評価報告書案作成（日本側案） 

カトマンズ 

10 10/7 月 （終日）評価報告書案作成（ネパール側合同） 

ミニッツ案作成（日本側案） 

カトマンズ 

11 10/8 火 10：00 評価チームとの評価報告書協議 

15：00 評価委員会との評価報告書協議 

カトマンズ 
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12 10/9 水  9：00 ミニッツ及び評価報告書作成 

11：00 国家計画委員会訪問 

13：00 Silk Association（NGO）訪問 

15：00 ミニッツ及び評価報告書作成 

カトマンズ 

13 10/10 木  9：30 UNDP訪問 

11：00 ミニッツ・評価報告書最終調整 

13：00 ミニッツ署名、 

15：00 在ネパール大使館報告 

16：30 JICAネパール事務所報告 

カトマンズ 

14 10/11 金 カトマンズ発（13:40）→バンコク着（18:10）（TG320） 

バンコク発（23:10）→ 

機内泊 

15 10/12 土 成田着（7:30）（TG642）  
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２．主要面談者 

＜ネパール側関係機関＞ 

 (1) 農業・協同組合省（Ministry of Agriculture and Co-operatives：MOAC） 

Ganesh Kumar K. C. Joint Secretary, Planning Division 

Mr. Suresh Kumar Verma Joint Secretary, Monitoring and Evaluation Division 

Bhairab Raj Kaini Director General, Department of Agriculture 

Shrawan Kumar Adhakari Assistant Agricultural Economist 

Prashant Amatya Assistant Agricultural Economist 

Moti Lal Yadav Assistant Horticulture Officer, Monitoring and  

 Evaluation Div. Department of Agriculture 

Ram Sundar Lal Karna Programme Director, Industrial Entomology Division,  

 Department of Agriculture 

Damodar Devkota Industrial Entomology Div. Department of Agriculture 

A. V. Singh Chief of the Center, Khopasi SDC 

K. S. Thapa Asst. Industrial Entomologist, Khopasi SDC 

Bishunu. K. C. Junior Technical Assistant, Khopasi SDC 

N. G. Gurung Junior Technical Assistant, Khopasi SDC 

H. N. Lamsal Chief of the Office, Dhunibeshi SDO 

D. B. Thapa Chief of the Office, Bandipur SDO 

B. K. Gautam Chief of the Office, Pokhara SDO  

N. Sharma Chief of the Office, Syanja SDO 

S. Ghimire Chief of the Office, Bhandara SDO 

R. N. Singh Chief of the Office, Dhankuta SDO 

G. P. Yadav Acting Chief of the Office, Ithahari SDO 

 

 (2) 大蔵省（Ministry of Finance） 

Mahesh K. Karki Under Secretary, Foreign Aid Co-ordination Division 

 

 (3) 国家計画委員会（National Planning Committee Secretariat） 

Revati Raj Kafle Joint Secretary  

Kiran Rupathetee Section Officer  

 

＜日本側関係者＞ 

 (1) 在ネパール日本大使館 

神長 善嗣 特命全権大使 
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豊口 佳之 二等書記官 

 

 (2) JICAネパール事務所  

三苫 英太郎 所 長 

今井 史夫 次 長 

萩原 律子 所 員 

Narendra Kumar Gurung Senior Programme Officer 

 

 (3) ネパール養蚕振興計画ミニプロジェクト 

都竹 勝 「養蚕振興計画」専門家（養蚕技術開発・普及） 

佐藤 典子 「養蚕振興計画」専門家（業務調整員） 

Ramesh Amatya 「養蚕振興計画」スタッフ（日本語通訳） 

 

 (4) ネパール国家計画委員会 

佐藤 忠 個別派遣専門家 

 

＜その他＞ 

 (1) 国連開発計画（United Nations Development Programme：UNDP） 

Tek B. Gurung  Environment and Energy Unit 

 

 (2) ネパールシルク協会（Sericulture Association of Nepal：SAN） 

Maggie Shah Chairperson 

 

 (3) SANのメンバーの民間業者 

Shanker Pandeya Sagarmatha Silks（Proprietor） 

Kamal Bista Shangrila Silk & Pashmina（Managing Director） 

Badri Narayan Manandhar Himalaya Silk & Pashmina（Executive Director） 

Swoyambhu Ratna Tuladhar Nepal Handloom Silk Ind.（Executive Chairman） 

Swayambhu R. Tuladhar Yak & Yeti Enterprises Pvt Ltd（Managing Director） 

Purushtam Tuladhar  Parimita Handloom Industries（Managing Director） 
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４．「養蚕振興計画」終了時評価資料一覧（プロジェクト作成資料） 

 

「養蚕振興計画」 
終了時評価資料一覧 

    
（目次） 

１．計画達成度の把握 

(1) 活動実績一覧表 

(2) 日本人専門家の派遣実績 

(3) カウンターパートの配置実績 

(4) カウンターパート研修の受け入れ実績 

(5) 機材供与の現況 

(6) 相手国負担事情、予算、実績 

 

２．実施機関の組織図及び人員の推移 

 

３．評価5項目に基づく分析 

 

４．プロジェクト終了後の活動について 

(1) ネパール政府の今後の養蚕振興計画 

(2) プロジェクト終了後のネパール側活動・運営計画 

(3) プロジェクト終了後の取り組みに対する考え方 

 

別添１：モデル農家一覧表（2001） 

別添２：養蚕統計（2001） 

別添３：ネパールの養蚕・全体図 

別添４：農業局組織図 

別添５:「SOME SPECIFIC RECOMMENDATION THAT NEED IMMEDIATE 

ACTION」 
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１．計画達成度の把握 

＊活動実績一覧表の作成について 

’01年10月の計画打ち合わせ調査から1蚕期を終了したばかりであるため、「進捗状況と実績」「進捗状況と実績」「進捗状況と実績」「進捗状況と実績」

については、前回とあまり大きな差がなく、指標となる数値が確定していない状況である。

従って今回の一覧表作成に当っては、計画打ち合わせ時のPDMPDMPDMPDMの実績（の実績（の実績（の実績（’’’’01010101年は推定値）を年は推定値）を年は推定値）を年は推定値）を

確定値確定値確定値確定値で、’02年は推定値で記載した。 
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(1) 活動実績一覧表 
活動計画  

項目 活動内容 到達目標 
進捗状況と実績 

達成 
度 

活動遅延理由 今後の計画 

＜上位目標＞ 
ネパール全体の繭の生 
産量と質が向上し、養 
蚕農家の収入が向上す 
る 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
＜プロジェクト目標＞ 
ネパール政府の蚕種製 
造・系統保存技術、養 
蚕経営（蚕の飼育・桑 
園管理）技術、及びモ 
デル農家の養蚕経営（ 
蚕の飼育・桑園管理） 
技術が向上する 
 

 

 

 
1.  普通蚕種（糸繭の種）の掃立箱 
   数が増加する 
    820箱(99)→ 5000箱(02) 
2.  養蚕農家において一箱当たり繭 
    生産量が増加する 
    14.0kg(99)→ 15kg(02) 
3.  糸繭の繭層歩合が向上する 
    21％(99)→22-23％(02) 
4.  生糸生産量が増加する 
    1.1t(99)→1.5t(02) 
5.  飼育農家一戸当たりの養蚕収入 
    が増加する 
    4320Rs.(99)→ 6500Rs.(02) 
 
1. 繭生産量（種繭＋糸繭）が増加 
   する 
   13ton(99)→50ton(02) 
2. モデル農家一戸当たりの繭生産 
   量が増加する 
   181kg(01)→ 190kg(02) 
3. モデル農家の箱当たり収繭量が 
   増加する 
   17.5kg(01)→18.5kg(02) 
 
4. モデル農家の繭生産による一戸 
   当り粗収入が増加する 
   30,503Rs.(01)→32,300Rs.(02) 

 
  2,657 箱 (01)→ 3,500('02)推定 
 
 
  12.2 kg (01)→ 13.0 kg ('02)推定 
 
 
  21.5％ (01) → 22％ ('02)推定 
 
  1390 kg (01) 
 
  51,300Rs(01) → 5,500Rs ('02)推定 
 
 
 
 27.5ton('00) →33.5ton (01) 
          → 45ton ('02)推定 
 
 178 kg('01) → 190kg (02) 
 
 
  17.5kg (01) → 18.5kg (02) 
 
 
 
  30,503Rs. (01) → 33,000Rs. (02) 

 
2222 
 
 
2222 
 
 
3333 
 
3333 
 
2222 
 
 
 
3333 
 
 
3333 
 
 
3333 
 
 
 
3333 
 

主に次のような理由から充分 
な技術移転ができない状況に 
ある。 
〈非常事態宣言〉 
01年11月26日より継続中 
（8月25日まで延長予定、計 
9ヶ月）であるため、養蚕部 
門の予算執行が10％減、併せ 
て四半期毎の執行が遅れ、消 
毒剤の購入、春蚕の掃立、繭 
代金の支払いが遅れ、農家の 
生産意欲を欠いている。 
〈マオイストによる被害〉 
3/29晩、コパシ本場の蚕種 
冷蔵輸送車2台、単車1台が 
燃やされ、事務機器が持ち去 
られる。 
4/5晩、バンダラ支場事務所、 
場長官舎等の全ての書類が燃 
やされ、物品が持ち去ら 
れる。 
これらの事件により当分の 
間はJICA関係者は立入禁止 
となった。また、シャンジャ 
支場、バンティプール支場 
についてもマオイストの活動 
が盛んな地域であることから 
 

 
・非常事態宣言が9 
月以降も継続される 
と今後の養蚕振興に 
ついて再検討を要す 
る。 
 

 
活動計画  

項目 活動内容 到達目標 
進捗状況と実績 達成 

度 
活動遅延理由 今後の計画 

  5. 散種が農家の要望に見合った量 
   と時期に提供される。 
 
6. 稚蚕共同飼育の普及 
   16箇所(99)→ 32箇所(02) 
 

  本年春2回目の発生歩合が平均で60% 
  と悪かった 
 
  24箇所 (01) → 24箇所 (02) 
 

3333 
 
 
2222 
 
 

昨年11月から出張は見合せ 
となっている。 
 
また通信手段の被害により、 
各支場等への電話等連絡が 
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〈成果〉 
蚕種製造と保護 
１ ネパールに適した
優良蚕品種の育
成・系統保存技術
の向上 

 
 
 
 
 
 
 
２ 蚕種の製造及び保
存、蚕種製造所の
管理技術の向上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1飼育施設及び蚕具類の消毒 
   技術を指導する 
1-2蚕種の催青技術を指導する 
1-3原蚕飼育（稚蚕、壮蚕）技 
   術を指導する 
1-4糸繭質評価技術を指導する 
1-5蚕品種の選定技術を指導 
   する 
1-6原系統の保存と増殖技術を 
   実証する 
1-7原蚕飼育施設を整備する 
2-1糸繭用優良品種の大量製造 
   ・安定供給技術を指導する 
 

7. 桑植付農家戸数が増加する 
   2,068戸(99)→5,000戸(02) 
 
8. 桑の植付面積が増加する 
   256ha(99)→1000ha(02) 
 
9. 蚕飼育戸数が増加する 
   480戸(99)→1300戸(02) 
 
1-1. 原々々種（素材）の保存系 
   統が増加する 
     27系統(99)→40系統(02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-1. 普通蚕種の散種製造箱数が 
   増加する 
     2,450箱(99)→ 5,000箱(02) 

  3,936戸 (01) → 4,500戸 (02) 
 
 
  実質410ha (01) → 500ha (02)推定 
   政府統計は累計1,113ha('01) 
 
  1,175戸 (01) → 1,400戸(02) 
 
 
  34系統(01) → 38系統 (02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6,840箱(01) →5,500箱 (02) 
 

3333 
 
 
2222 
 
 
    
    
    
2222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2222 
    

極めて取りにくい。  

 
活動計画  

項目 活動内容 到達目標 
進捗状況と実績 

達成 
度 

活動遅延理由 今後の計画 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 原蚕飼育分場にお
ける種繭生産技術
の向上 

2-2蚕種の保護技術を指導する 
2-3蚕種製造マニュアルを作成 
   する 
 
2-4蚕種製造施設および保護施 
   設を整備する 
 
2-5チタプール蚕種製造所建設 
   に関する技術指導および助 
   言を行う 
 
2-6蚕種製造施設の管理に関す 
   る技術指導および助言を行う 
 
3-1蚕種製造システム（分場を 
  含む）の構築と運営・管理 
   を行う 

2-2. 普通蚕種の孵化歩合が向上 
     する 
      85％(99)→ 93％(02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-1. 原蚕分場（支場）の原蚕飼 
      育箱数が増加する 
      44箱(787蛾)→100箱(1788蛾) 

  90％以上(01) →'02 春蚕第1回 90.5％  
                    春蚕第2回 60.0％  
            秋蚕推定   85.0％  
 
 
 
 
2-5.本年度予算で、水道、道路、職員宿

舎等の整備を図る。UNDPからの早
期引き渡しをアドバイス。 

 
 
 
 
  100箱以上(01) → ('02) 春第1回 47箱 
                      春蚕第2回 18箱 
                秋蚕推定 10箱 

2222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2222 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2-5.UNDPから政府への機

材引き渡しが遅れてい
る 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-6.効率的な施設

(目棚育に改善
する) 
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養蚕技術開発・普及 
１ 本場、各支場にお
ける桑苗生産、桑
園管理、繭生産技
術の向上 

 

 
3-2支場（分場）へ巡回技術指 
   導する 
3-3支場（分場）の原蚕飼育の 
   担当職員を本場において研 
   修する 
 
1-1,2,3 
   良苗の生産、稚蚕、壮蚕用桑 
   園の仕立収穫法（条桑収 穫育 
    ）を移転する 
1-1 グループ活動による良苗の 
   生産を促進する 
 

 
3-2. 分場における箱当たり種繭 
     生産量が増加する 
     17kg(99)→24kg(02) 
 
 
 
1-1. 本場、 各支場において、桑 
   苗出荷本数が普及体制に合 
     わせて調整される 
     346万7千本(99)でその後は毎 
     年300万本 
 
1-2. 本場、各支場において、標 
     高別(500, 1000, 1500m) 
     の条桑収穫技術が実証される 
     0 (99)→本場、6支場(02) 

 
  19.98kg (01) →22.0 kg推定 (02) 
 
 
 
 
 
  300万本 (01) →300万本 (02) 
 
 
 
 
 
  本場、2支場 (01)→本場、7支場 
(02) 

 

    
3333 
 
 
 
 
 
3333 
 
 
 
 
 
3333 
    

  

 
活動計画  

項目 活動内容 到達目標 
進捗状況と実績 

達成 
度 

活動遅延理由 今後の計画 

 1-3,4本場・支場の施設及び技術 
   を充実させる 
 
 
 
 
 
 
1-5掃立の適正時期を設定する 
 
 
 
1-6稚蚕飼育と壮蚕飼育技術を 
   移転する 
1-6蚕病予防と消毒技術を指導 
   する 
 
1-7 普及員を対象とした研修を 
    行う 
1-7 SRDP職員やその管轄下の 
    リーダー農家を対象に研修 
    を行う 
1-8 撚糸、合糸の機械の設置 

1-3. イタハリ支場において、母 
     樹園が増設される 
     2ha(99)→  3ha(02) 
 
1-4. コパシ本場の改植面積が増 
     加する 
     0ha(99)→2ha(02) 
 
1-5. 桑の伸長調査技術が習得さ 
     れ実践される 
 
     0(99)→ 本場、７支場(02) 
1-6. 本場、各支場において、必 
     要量に見合った種繭が生産 
     される 
     787kg(99)→  2,300kg(02) 
 
1-7. 普及員が研修を受講し基本

技術を習得する 
     0人(99)→30人(02) 
 
 
1-8. 撚糸、合糸の機械の設置によ 

  0ha (01) → 1ha (02) 
 
 
  1.5 ha (01) → 2ha (02) 
 
 
 本場,７支場(01)→ 本場,7支場,イラ
ム (02) 
 
 
 2,538kg (01) → 1,700 kg (02)推定 
         実態に対応 
 
 
 
 
 
1-7.本年1月より政府がNGOに依託予

定が遅れている。 
 
 
 
1-8.合糸の設置が遅れている。 

2222 
 
 
2222 
 
 
3333 
 
 
 
2222 
 
 
 
 
 
 
2222 
 
 
 
 
2222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
非常事態で遅れている 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7月下旬から実施予
定 
 
 
 
7月下旬設置予定 
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2モデル農家における 
桑園管理、繭生産技 
術の向上 

      により、プライベートセク 
      ターとの提携による100％ 
      ネパールシルクの試作を指 
      導する 
 
2-1モデル農家を選定し育成する 
 
 

      り、初の100％ネパールシル 
      クが試作される 
 
 
 
2-1. モデル農家が選定される 
       9軒(99)→ 15軒(02) 

座繰道具の活用による特殊生糸の生産、 
ネパールシルク100％試作中 
 
 
 
13 軒 (01)→ 13軒(02) 
モデル農家一覧表参照 
 

    
    
    
    
    
3333 
    

  

 
活動計画  

項目 活動内容 到達目標 
進捗状況と実績 

達成 
度 

活動遅延理由 今後の計画 

 2-2,3,4,5,6 
   「新しい養蚕」の研修を実 
     施する 
 
 
 
 
 
 
2-4 稚蚕共同飼育技術を移転する 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-6 繭の共同出荷と選繭、共同 
    乾燥を促進する 
 
 
2-7 座繰り（手紡ぎ）をモデル 
    農家に指導する 
 
 
2-8 モデル集落を1～2箇所選定 
    し、消毒、稚蚕飼育、出荷 
    などの共同作業を促進する 
2-8 養蚕農家の組織化を促進する 
 

2-2. モデル農家において標高別 
     条桑収穫技術が実証される 
     0軒(99)→ 13軒(02) 
 
2-3. モデル農家において、桑の 
     伸長に合わせた適正掃立時 
     期の調整ができる 
     0軒(99)→ 13軒(02) 
 
2-4. モデル農家において、稚蚕 
     共同飼育技術が習得、実行 
     される 
     3軒(99)→9軒(02) 
 
2-5. モデル農家において、除沙 
     によって上簇法が改善される 
     0 軒(99)→13軒(02) 
 
2-6. モデル農家において、共同 
     選繭技術が習得される 
     0軒(99)→10軒(02) 
 
2-7. モデル農家において座繰り 
     技術が習得され実践される 
     0軒(99)→4軒(02) 
 
2-8. モデル集落が選定され、小 
     型消毒器設置など共同作業 
     が促進される 
     0集落(99)→2集落(02) 

13 軒(01) → 13軒(02) 
 
 
 
   7 軒 (01) →13軒(02)目標だが、春第 
  1回から非常事態で全体的に10～15日 
  遅れた 
 
 
 5軒(99)→7軒(02)推定 
 更なる練成が必要である 
 
 
 
 5軒(99)→10軒(02)推定 
 
 
 
 0軒(99) 
 
 
 
 プライベートセクター、C/Pと共催で 
 推進中 
 
 
 1集落(01) →1集落(02)推定 
 
 
*一般農家'99～'02年の4年間で 

3333 
 
 
 
2222 
 
 
 
 
2222 
 
 
 
 
2222 
 
 
 
2222 
 
 
 
2222 
 
 
 
2222 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-6. 
本年秋、日本で2名 
に研修を受けさせ
てか ら 実 施 に移
す。 
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 （草の根無償資金援助の活用）   2000戸(120グループ)の組織化       

 
活動計画  

項目 活動内容 到達目標 
進捗状況と実績 

達成 
度 

活動遅延理由 今後の計画 

 
 
モニタリング計画策定  
／業務調整 
1 プロジェクトの運営
管理が効率的に行れ
る 

 
  
2 広報活動の推進によ
り、養蚕振興に係る
知識の高揚が図られ
る 

  
 
 
政策提言 
1 蚕業試験本場、支場 
  の設備が充実する 
 
 
 
 
 
 
2 養蚕農家の概要実態 
  が整理される 
 
 
 
 
 
 
 
3 政策、法令規定（蚕
種、桑苗、繭価格
等）が整備される 

 

 
 
 
 
1-1 プロジェクトの運営管理、 
     モニタリングを行う 
1-2 養蚕関係機関との連携を図 
     る（UNDP等） 
 
2-1 広報活動の強化推進、養蚕 
    PR資料を作成する 
 
 
 
 
 
 
1 蚕業試験本場、支場の設備充 
  実に関する助言を行う 
 
 
 
 
 
 
2 情報の収集管理、養蚕農家の概要 
  実態の把握、年次統計を整理する 
 
 
 
 
 
 
 
3 政策、法令規定（蚕種、桑苗、 
  繭価格等）の整備に関して助 
  言する 
 

2-9. 共同乾繭の普及 
     4箇所(99)→ 6箇所(02) 
 
 
1-1. 産業昆虫課と本支場長とプロ 
     ジェクト専門家による報告／ 
   打合わせ会議が定期的に開催 
     される。 1回(99)→ 6回(02) 
 
2-1. ネパールの新聞にミニプロ活 
     動が掲載される 
     1件(99)→ 累計17(02まで) 
 
2-2. ネパールでのPR資料が作成 
     される 
     0(99)→ 累計2(02まで) 
 
1-1. ネパール側の資金によって、 
   機材購入が行われる 
     0(99)→累計2(02) 
 
1-2. ネパール側の資金によって、

本場支場の蚕室の増築が行れる 
0(99)→累計3(02) 

 
2. フォーマットに基づいた実績報 
   告（養蚕農家台帳、モデル農家 
   養蚕経営調査票、本場支場蚕飼 
   育成績、桑の伸長調査、気象。 
   と桑の伸長調査）が整備され、 
   年1～2回定期的に提出される 
   0回(99)→本場、全支場から 
   年1～2 回提出(02) 
 
3. 法令規定が新たに整備される 
   0(99)→3(02) 
 

  4箇所('01)→ 6箇所(02)新設2ケ所予定 
 
 
 
1-1. 本場長、担当者とは月1回以上叉は

必要に応じて打合せ、各支場長は非
常事態により予定通り打合せができ
ない 

 
2-1. 累計12回(01まで) →7(02) 
      養蚕関連記事が新聞掲載 
 
 
2-2. 0('01)  TV放映用「養蚕ビデオ」

作成が取り止め 
 
 
1-1. 撚糸機、合糸機の設置 
 
 
 
1-2.（本場）蚕種系統保存室増築、 

〈ドニベシ支場〉桑園造成1ha 
 
 
2. 養蚕農家台帳（各支場で整備）、本・
支場蚕飼育成績、桑の伸長調査、気象
調査は各蚕期毎に本場へ報告の義務を
付けて、本場より報告を受けている。 

 
 
 
 
 
3. 3件（'01)、  桑苗単価1本0.5Rs、 
  繭価の決定 :（繭層歩合x7.56Rs） 
  蚕種の価格 :（蚕種2万頭）20Rs 
    2令までの共同飼育 : 45Rs 

2222 
 
 
 
2222 
 
 
 
 
3333 
 
 
 
3333 
 
 
 
3333 
 
 
 
3333 
    
    
    
2222 
    
    
    
    
    
    
    
    
2222 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H13年度の活動予定であった 
が非常事態で取り止め 
 
 

本年秋、日本で2名 
に研修を受けさせて 
から実施に移す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-2.「新しい養蚕」 
 徳本の印刷増2,000 
 部準備中 
 
 
 
 
 
(チタプール)水道、
道路、場長官舎整備 
〈イタハリ支場〉 
今秋母木園新設1ha 
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4 優良生糸生産に関わ
る対策が行われる 

  
5 普及員制度の導入と
普及活動の推進が行
われる 

  
6 蚕業講習所設立のた
めの計画が立てられ
る 

 
 
7「長期養蚕開発計画」
の内容が再検討され
る 

 
 

 
4 優良生糸生産に関わる助言を 
  行う 
 
5 普及員制度の導入と普及活動 
  の推進に関わる助言を行う 
 
 
6 蚕業講習所設立に関する助言 
  を行う 
 
 
 
7「長期養蚕開発計画」の内容 
  を再検討する 
 

 
4. 生糸販売において入札方法が
導入される 

 
5. 普及員がより進んだ技術を習
得する 
0(99)→30(02) 

 
6. 計画が立てられ実現の目処がつ
くなし(99)→実現の目処がつく
(02) 

 
 
7. 計画が立てられ実現の目処がつ
くなし(99)→実現の目処がつく
(02) 

 
4. 検討中である 
 
 
5. '01なし、('02)NGOに依託した普及 
    員を対象に実施する予定。7月下旬 
    公示、8月技術再研修 
 
6. 農業省次官補と打合せ中 
 
 
 
 
7. 第10次5カ年計画（'02.7～'07.7)を 
   現時点では検討中。 
('01)プロ技要請書を政府が提出した
が未採択、('02)本年12月より蚕糸振
興専門家を要請している。 

 

    
2222 
 
 
2222 
 
 
 
2222 
 
 
 
 
2222 
    

  
今後導入見込み 
 
 
7月下旬公示予定、 
8月特別技術研修を 
予定 
 
 
 
 
 
 
 
技術開発プロジェ
クト企画中 
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(2) 本プロジェクトに対する日本人専門家の派遣実績 

 
専門家氏名 指導科目 派遣期間 派遣前の所属 

（長期専門家） 
都竹勝 
 
高宮邦夫 
 
佐藤典子 
 
 
（短期専門家） 
佐藤典子 
 
八木田秀幸 
 
常山泉 
 
関宏夫 
 

 
養蚕技術開発・普及 
 
蚕種製造・管理 
 
モニタリング計画策定／業務調整 
 
 
 
モニタリング計画策定 
 
桑園造成・桑栽培 
 
蚕の系統維持 
 
稚蚕飼育・桑育 
 

 
1999.12.20～’02.11.30 
 
’00.1.30～’02.1.29 
 
’00.12.18～’02.11.30 
 
 
 
’00.2.6～’00.5.5 
 
’00.12.31～’01.1.31 
 
’01.10.30～’01.12.28 
 
’02.2.18～’02.5.16 
 

 
岐阜県庁 
 
農水省蚕糸昆虫農業技術研究所 
 
 
 
 
 
 
 
埼玉県庁 
 
大日本蚕糸会 
 
山梨県庁 
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 (6) 相手国負担事情、予算、実績  

  

        産業昆虫課予算（過去５年間） 

    1997/'98          1998/'99         1999/'00          2000/'01          2001/'02        2002/’03 

        Rs.33,501,000     Rs.27,307,000    Rs.30,162,000     Rs.47,971,000     Rs.51,799,000   Rs.46,844,000 

 

      実績→別添「ネパールの養蚕全体図」を参照して下さい。 
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２．実施機関の組織図及び人員の推移（協力開始から現在まで） 

 

  組織図：別添参照 

 

  産業昆虫課14名（技術者６、庶務その他８）を含む本・７支場の合計職員数（技術者／庶務その他） 

  定員 '99年91名（44／47）→ '00年91名（44／47）→ '01年91名（44／47）→ '02年91名（44／47） 

  実数 '99年91名（44／47）→ '00年88名（41／47）→ '01年86名（39／47）→ '02年86名（39／47） 
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３．評価５項目に基づく分析 
(1) 計画の妥当性 

1) 上位目標・プロジェクト目標の妥当性  

a. 受益者ニーズとの整合性 
 

・産業昆虫課（以下、IED）、本・支場の技術者のC/Pとモデル農家13戸を対象者として技術移転を行ってきた。 
これら対象者のレベルが低く、初歩的、実務的段階を経て実践的な技術移転を行ってきた。従って、受益者にとって「新しい養蚕」技
術は容易に受け入れられ波及効果につながった。しかしながら、非常事態宣言が出てからはマオイストの活動が盛んなバンディプー
ル、シャンジャ支場、マディ（バンダラ支場管内）、及び被害を受けたコパシ、バンダラ支場（立入禁止）へも行けない状態が続いて
いる。早期解除を待っている。 

・農業長期開発計画(APP, '94～2014年)及び第8次国家計画を基に、長期養蚕開発計画（'96～2006年）が策定された。この計画では、例
えば繭生産量目標は3,750tonを掲げていたが、ミニプロ事前調査団により当面不可能な事をC/P,K.C氏に指摘し、来日した際JICA本部
において2,600tonと修正した経緯がある。長期養蚕開発計画は政府の依託を受けたコンサルタントが作成したものであるが、前述のよ
うに壮大な計画で現実性に欠けている。政府が繭生産量の記録を実際に始めたのは'97年からであり、それ以前はインドからの商人や
SAN(ネパールシルク協会)等により買い上げられていたため数値の信頼性がない。参考までに'79～'97年までの統計資料を記載する。 

  National Cocoon Production(1979-1997)        作成者: Dr.Resham B. Thapa（トリブバン大学農学部養蚕学科教授） 

 Fisical Year Egg Production Cocoon Production Productivi ties Raw Silk Production  

 (Box) (Kg) (Kg/box) (Kg)  

'79/'80 
'80/81 
'81/'82 
'82/'83 
'83/'84 
'84/'85 
'85/'86 
'86/'87 
'87/'88 
'88/'89 
'89/'90 
'90/'91 
'91/'92 
'92/'93 
'93/'94 
'94/'95 
'95/'96 
'96/'97 
'97/'98 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3000 
1041 
1500 
2500 
2833 
2766 
2644 
2481 
1320 
1050 

1300 
3000 
7000 
9000 
10000 
9000 
10000 
14000 
12000 
13000 
11000 
21500 
23640 
30090 
39105 
33867 
38071 
27590 
17950 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1.96 
10.50 
14.0 
9.20 
10.62 
14.13 
12.80 
15.34 
18.56 
17.9 

- 
- 
- 
- 
3 
322 
223 
225 
275 
200 
290 
531 
1000 
1000 
450 
1026 
1000 
400 
700 

 

b. ネ政府開発政策との整合性 
 

上記統計の'97～'99年の数値については、繭生産量と生糸生産量の比率から考えて、繭生産が30数tonあったとはとても考えられず、
'97年7月3日本・支場長会議において聞き取りした数値を基礎数字として基本に考察した。 

 本支場 養蚕農家数（戸） 飼育農家数（戸）  

 コパシ 85 24  

 ドニベシ 106 26  

 バンダラ 80 22  

 バンディプール 3 1  

 ポカラ 20 9  

 

 シャンジャ 150 57  
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 ダンクタ 3 1  

 イタハリ 70 20  

 （小計） 517 160  

     

 イラム 1480 480  

 （合計） 1997 640  

 

この時点で、桑植付農家は政府管轄内で517戸、飼育農家は160戸と驚くほど養蚕農家が異作（蚕病等により）し減少している実態がつ
かめた。なお、当時イラムについては、政府の管轄外でこの数値は想定参考数値である。職員の話によると一戸当たりの規模が極めて
小さいが全体としては飼育農家が460戸あり、ネ国の繭生蚕量の約半数を生産しているとの情報を得た。 
 
このような実態を踏まえて蚕作の安定を基礎とした「新しい養蚕」「新しい養蚕」「新しい養蚕」「新しい養蚕」4444本柱本柱本柱本柱    
       1.1.1.1.    良い桑苗の生産、桑園造成良い桑苗の生産、桑園造成良い桑苗の生産、桑園造成良い桑苗の生産、桑園造成   （良い苗の生産、条桑収穫法） 
       2.2.2.2.    消毒の徹底消毒の徹底消毒の徹底消毒の徹底             （水洗い、日乾、防毒面着用消毒） 
       3.3.3.3.    飼育環境作り飼育環境作り飼育環境作り飼育環境作り         （金をかけない、平飼棚、改良縄まぶし） 
       4.4.4.4.    育種、蚕種製造育種、蚕種製造育種、蚕種製造育種、蚕種製造        （原種、原々種、素材、系統保存と散種蚕種製造） 
 
を掲げて養蚕振興に取り組んできた。この結果、労働生産性は5〓6倍に上がる実証ができ、ミニプロジェクトへと発展しさらに本・支
場、モデル農家を設定して、この充実を図っている。 
以上のような経緯から、ネパール政府は「新しい養蚕」を基軸として実行性のある第10次5カ年計画（'02.7～）を策定した。主な概要
は以下の通り。 
         年     繭生産目標   技術普及員（人） 
       '02/7'～03/7     45ton         40 
       '03/7'～04/7     64 〃         60 
       '04/7'～05/7     90 〃         75 
       '05/7'～06/7      120〃         95 
       '06/7'～07/7      132 〃         130 
この計画の特徴としては、養蚕農家の増加に対応して普及員を設置して普及活動の充実を図り養蚕振興を推進しうとしている。なお、
政府はこの計画を推進するために、日本政府に対して技術開発プロジェクトの要請案を作成中である。 

c. 実施機関との組織ニーズとの整合性 
 

・IEDの下部に1本場、7支場がネパールの西部、中部、東部に配置されているが、東部のイラムにおいては以前ルーテル教会が養蚕振興を
図った経緯もあって、規模は小さいが養蚕戸数が多くありながら支場が設置されていなく、現在では距離が遠いイタハリ支場が管轄し
ているが、普及活動等できない状況である。 

 政府は'97年7月～'01年12月まで（3年半）UNDPのSRDPに、養蚕農家を育成するため7郡を4ブロックに分けて、技術者78人を投入し養
蚕農家2715戸を育成した。ミニプロジェクトでは、SRDP終了後の普及指導について30名の普及員を配置するよう政府に助言し、予算化
されたが非常事態により半年遅れ、今年7月以降に公示し普及員の配置を行う予定。 

 また、蚕種の供給は'96年まで韓国に頼ってきたが、ネパール政府は'96年に蚕種製造所建設のため特別予算1000万ルピーを予算化しチ
タプール（KTMより30分、海抜1300m）に建設を始めており、最終段階として今年度予算で水供給施設及び道路整備、職員宿舎が建設
され近い将来開設予定である。 

 蚕種の製造に当っては'96年原種2原種、'98年原種、原々種が10原種、'02年6月原々種4種、日本の優秀な二化性 
 原種等を持参、テストの結果ネパールの気候風土に合っている優秀な錦秋鐘和を、ネパールの必要量に合わせた製造を行うよう指導し
ている。 
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d. 日本の援助政策との整合性 
 

・モデル農家の所得向上、及び地方の養蚕農家が増加（'97年1997件→'01年には3936件）したことは、「貧困削減」というJICAの国別事
業実施計画の重点目標と合致している。 

2) 上位目標、プロジェクト目標、成果及び投入の相互関
連性に対する計画設定の妥当性 

 

・上記1)-b.で述べた通り政府の政策（例：繭生産3750ton→修正後2600tonを目標にしている）が、'97年からの職員数のままで技術者の増
員もなく継続されているように、現実性の薄い計画である。従ってミニプロとしては現状の技術者を最大限に活用し本・支場とモデル
農家13戸を含めた計画設定を行い、技術移転を行ってきたが妥当であったと考える。 

3) 実施機関・実施体制の妥当性 
 

・技術移転されたIED、本・支場の職員が、養蚕農家への指導に当る普及員を指導できる体制にあるため、妥当と言える。 

4) 妥当性を欠いた要因 
 

・IED、本・支場の職員86名（内技術者39）では、これ以上のことはできない。 

 

(2) 有効性 

1) プロジェクト目標の達成度合い ・「新しい養蚕」4本柱の内、蚕種製造と管理については3年間の内2年間、専門家が技術移転を行ってきたが、まとめとなる最後の1年の
技術移転は非常事態のため派遣できなかった。特に実態に即した蚕種の製造と孵化歩合（蚕種の管理技術）の向上が課題として残って
いる。 

・常山短期専門家（蚕の系統維持法）が、コパシ本場にて、蚕品種の劣等化防止のためコンピューターを利用したデータ処理法と優良繭
選抜法を指導したが、翌年3月末のマオイストによる事件により、すべてのプログラムを入力したコンピューターが持ち去られたため活
用できず、非常に残念な状況にある。 

2) プロジェクト達成に貢献した他の要因 ・SRDP(UNDP)が'97年7月～'01年12月まで、7郡において技術者74名を雇用して養蚕農家の育成に当った。彼等は養蚕については素人でJI
CA専門家が現地研修を実施するなど時間をさかれたが、SRDPの約4年間の活動により新しい養蚕農家が増加したことは事実である。 

・大使館の草の根無償資金援助(GGP)の利活用による、養蚕農家グループの育成と組織化 
 「新しい養蚕」の推進を図るには末端農家グループの育成強化が必要である。将来的には村、町、郡市、県の全国レベルの組織的活動
ができることが望ましい。そこでJICA事務所のアドバイスにより、GGPを利活用して、養蚕農家に必要な機材を貸与しグループ活動の
助長を図った。 

 この活動は'99年より'02年の4年間で、2,000戸の農家(120グループ)を対象に実施した。具体的には、毎年500戸の養蚕農家を30のグル
ープに分け、次のような機材を貸与して活動を推進した。 

 
    ・各グループ：1背負式消毒機      1台      ・各農家： 1 乾湿計      1個 



－
118－

 
            2 防毒面          1個                2 剪定鋏      1丁 

           3 まぶし作り道具 3～5台 

3) 外部条件の影響 ・「UNDPのSRDPの活動がネパール政府によって継続される」が継続されていない。このことにより、一般の養蚕農家への技術指導が充
分に行われておらず、普及員の設置なしでは繭生産に、今後の拡大は見込めない。 

・マオイストによる事件以来、コパシ本場及びバンダラ支場への立入禁止となっている。これにより蚕種専門家の派遣取り止め。 

 

(3) 効率性 

1) 投入のタイミングの妥当性 
 （日本側） 
a. 専門家派遣 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. 機材供与 
 
 
c. 研修員受入れ 
 
 
（ネパール側） 

d. カウンターパート配置 
 
 
e. 土地・施設・機材の措置 
f. ローカルコスト負担 
 

 
 
・ミニプロ開始時期は'99年12月1日であったが、蚕種製造・管理の専門家は翌年の1月31日着任と2ヶ月遅れた。 
  また計画策定の短期専門家（3ヶ月）は2月に着任しミニプロの実施計画書の作成がミニプロ開始時より半年遅れる結果となった。 
・モニタリング計画策定／調整員（長期専門家）の派遣が予定より6ヶ月遅れたため支障が生じたため、この間ミニッツの修正、連絡調
整業務など本来調整員が行うべき業務を兼務推進した。 

・八木田短期専門家（桑園造成・桑栽培）：当初の派遣時期は11月～1月の3ヶ月で桑苗の大量生産時期に合わせた効率的な技術指導を計
画したが、実質は1ヶ月（12/31～1/31）で、指導科目が桑園造成、桑栽培という科目となり、当初の計画内容とは変わっていた。C/P

と同行し桑苗の大量生産を中心に桑園の管理等技術移転を行った。 
 
・JICA事務所の手違いによって、12年度供与機材の予算額が削減され、かつ購入時期が約半年遅れた。 
・車両の到着が1年遅れたため、プロジェクト活動に私用車を利用せざるを得ない状況にあった。 
 
・12年度、「育種、蚕種製造」研修員のネパール側の要請書手続きに予想外の時間がかかり、日本の蚕種製造（春採）の時期に間に合わ
ない状況であったためやむを得ず都竹専門家が農業省次官に直訴し少々遅れたが派遣ができた。 

 
・本場長、支場長レベルの職員の移動が多く、技術移転に労を要する。 
・'02年10月の IED課長の交代は、来年2月に定年を迎える人材の着任で、課全体の士気低下、各支場の統括等、要となるポストの条件と
してふさわしくない。 

・チタプール蚕種製造所（土地、建物は政府、機材はUNDP）の開設が遅れている。 
・'01年11月から、KRII資金による予算執行の遅れが、掃立日の遅れを招き全国の繭生産量及び収繭量の悪影響を及ぼしている。 

2) 投入と成果の関係 
 （投入の質・量と成果の妥当性） 

・八木田短期専門家の指導科目は桑園造成・桑栽培となっていたが、大量桑苗生産技術を中核とした技術移転を行ってもらったが期間が
短く充分な活動ができなかった。 
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 ・蚕種製造・管理の長期専門家が2年間の技術移転を行ったが、帰国後半年が経ち蚕種の孵化歩合が悪化（蚕種の保護管理技術の欠如

等）、蚕種の無計画な生産等が問題となっており、充分な技術移転が行われたとは言えない。 
・関短期専門家（稚蚕飼育）：稚蚕飼育の研修を1本場、7支場とモデル農家を中心に5カ所程度で実施する予定であったが非常事態によ
りバンダラとドニベシ支場の2カ所に留まるに至った。 

 

              （機材） 
・本・支場に蚕作安定の基本となる蚕室蚕具類の徹底消毒のため動力噴霧機各1台、小型動力噴霧機5台、背負式噴無霧機各1台を配備し
徹底した消毒技術の移転ができ、特に本・支場においては以前より作柄が安定してきた。 

 また、気象観測用自動乾湿計各1台は気象観測用に設置し気象観測による温湿度の変化の認識と桑の伸長調査及び地帯別（500m, 
1,000m, 1,500m）の桑収穫技術体系及び飼育時期との関連に効果を上げている。 

・蚕種冷蔵庫・催青ユニットを設置（'01年10月）した直後から故障が多く、孵化歩合の悪化を招く恐れがある。 
             （研修員） 
・日本の新しい養蚕技術を充分修得したC/Pタパ氏を大量蚕種製造の実務を中心に研修させたので、帰国後の成果を得た。 
・蚕種の大量生産（ばら種）が急務であり秋期には等級の低い実務者B.K.C氏を上記同様富田蚕種製造所で受講させ、春・秋のばら種生
産の実務を推進する中核者となっている。 

             （施設） 
・ミニプロ事務所について、C/P K.C氏とJICA藤井担当（JICA本部と調整）と検討のうえ、C/P課、局、省、UNDP、各支場との連携調整
が図れるカトマンズに設置した。 

             （タイ国蚕糸絹業技術交換事業） 
・'01年12月、タイの蚕糸絹業に係る関係機関（政府、民間企業）を、ネパールから農業省計画次官補を始め関係者5名が視察、意見交換
し、タイの養蚕、製糸、マーケティング等を学び、養蚕振興に積極的に取り組んでいる。 

3) 他の援助プロジェクト（日本及び他援助機関）とのリ
ンケージ 

1. UNDPのSericulture for Rural Dedelopment Programme(SRDP)との連携 
・蚕種製造に関わる機材（冷蔵庫、発電機、蚕具類）等の購入に当たり助言を求められた。 
・日本の「新しい養蚕」絵徳本を2,000部増刷し、養蚕農家育成に利活用している。また同プログラムの責任者を始め技術者45名余をド
ニベシ支場において、桑園造成方法、桑植付方法、桑の条桑収穫法等を1年目、2年目、3年目等数回に渡って実務研修を行った。ま
た、シャンジャ支場地域でのPalpa村（支場から徒歩8h）、バンダラ支場地域Mady村（支場から3h）、ドニベシ支場地域のダディン村
（支場から車で2h）、コパシ本場地域のマハデブスタン村（車で1h）,ダフサ村（車で1.5h）,イラム郡のSangranba村（イタハリ支場
から車で4時間）、ダンクタ支場ジトプール村（車1h,徒歩6h）へ、SRDPからの依頼を受けC/P、SRDP技術者等と各地域のモデル農家
を活用した技術移転等の連携を図った。（'97～'01年12月） 

2. KOICAとの連携 
・'75～'97まで種の無償援助、コパシ本場の施設の一部と他多条機6セット、イタハリ支場には研修所、多条機14セットの機材供与があ
った。現在も年間40日、2～3人の研修生の受入を行っている。JICAミニプロ開始以降は専門家は派遣されていない。現在はイタハリ支
場に製糸工員がボランティアとして派遣されている。(女性1名) 

4) その他 ・民間絹業者との連携：パリミタ工場社長と神戸田嶋kk伊藤社長と群馬県庁、上州紡ぎ（石田氏）との連携を図り座操り道具の購入と技
術研修を受けさせた。その後、ミニプロ専門家と共催で座繰（特殊生糸）ネパールシルクの試作中である。 
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(4) インパクト（正・負のインパクト） 

1) 上位目標達成の見込み ・「新しい養蚕」4本柱を中心に本・支場（職員89名、内技術者36名)及びモデル農家13戸を対象として技術移転を推進してきた。概ね目
的は達成されつつある（養蚕統計、モデル農家一覧表が示すとおり）が、さらに養蚕振興を本格的に推進するならば、一般農家の技術
の向上を図ることが最重点課題と考えられる。このためには早急に養蚕農家の増加に見合った技術者の育成と配置が必須である。 

2) 技術的インパクト ・養蚕統計及びモデル農家一覧表が示すとおり、従来は1箱飼育するのに3人を要したが、「新しい養蚕」では1人で2箱飼育できる実証が
できた。結果として以前に比べ5～6倍の生産性が上っている。また、女性に適した産業としての養蚕が実証され一般農家への波及効果
を上げている。 

・蚕種の自給体制が確立しつつある。 

3) 経済的インパクト ・モデル農家一覧表が示すとおり、優良農家では一家族で124,600Rs(730Kg)、女性一人で25,000Rs(150Kg)、また42,000Rs.(218Kg、桑
苗生産含)等の成績を上げて養蚕の経済的有利性をアピールしている。 

4) 社会的インパクト ・「新しい養蚕」技術が、それまでの蚕の飼育よりも6倍近く効率的になり手間がかからなくなったこと、他の農作物に比べ保存ができ
る事等から、女性一人でも飼育できるようになり、農村女性が現金収入作物として取り組んでいる。 

・これまで織物を取り扱って来た企業が、政府と協力して100%ネパールシルクの製品開発に取り組み始めている。 
 また、最近ではカーペット企業も中国からの輸入に頼らず、ネパール シルクの生産に参入しようと、計画書を農業省に提出してい
る。 

5) 環境的インパクト ・斜傾地の肥培管理された桑園は土壌保全のため有効である。事例としては、'97年及び今年の集中豪雨は記録的で、各地で道路が寸断
される等の土砂崩れ被害が多発したが、ドニベシ支場及びダディン郡のモデル農家（アディカリ氏）のテラス桑園（それぞれ35°～
45°、45°～50°の傾斜）は原形を保っている。ドニベシ支場は桑の植付け2年目の桑園であるが、桑の根のがしっかり張っているた
め土留めの役割を果たしている。 

 

(5) 自立発展の見通し 

1) 制度的側面 ・現時点での養蚕の歴史は浅く、法・規則の整備及び養蚕農家の増加に見合った普及員の増員と育成を図る必要がある。 

2) 財政的側面 ・養蚕部門の支出（蚕種の製造・配付経費、繭の購入代金、生糸の生産等に関わる人件費、等）に対して、歳入（生糸の販売額）との差
が大きく、財政的自立発展の見通しは現時点では立っていない。従ってKRII資金が90％を占める予算となっている実情である。 

3) 技術的側面 ・職員86名中、技術者39名の内、本・支場の職員のC/Pを中心に技術指導を行ってきた。これらの技術者は一応の技術は修得している
が、試験場業務のみで一般農家への技術普及活動を行う時間的余裕がない状況である。 

4) その他 ・プライベートセクター（パリミタハンドルーム）とネパール政府の連携によるネパールシルクの開発に、ネパールの輸出特産品としの
開発が、今後期待される。 
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４．プロジェクト終了後の活動について 

 

(1) ネパール政府の今後の養蚕振興計画 

 ネパール政府は農業長期開発計画(APP)20カ年（1994～2014）及び第８次国家計画の中で

長期養蚕開発計画（’96～10カ年）を作成した。これらの計画作成者（ネ国政府及び依託コン

サルタント）は、養蚕に対する知識のないままに、又これらの計画内容や作成者に対して評

価する人材もないままに空想に等しい計画がなされていた。 

 日本の「新しい養蚕」を体験して、初めて地についた第10次５カ年計画（’02.７～）が立

案されたと言っても過言ではないし、充分現実的な計画と言える。この計画に基づいて、近々

にネパール政府は日本に対して、養蚕振興計画として技術協力プロジェクト技術協力プロジェクト技術協力プロジェクト技術協力プロジェクトを要望すること

としている。 

 

(2) プロジェクト終了後のネパール側活動・運営計画（資金調達計画を含む） 

 実質、日本の養蚕への援助は’95年より個別専門家が４年、これの実績を踏まえて’99年12

月よりミニプロが施行されるが、実質メンバーが揃ったのが数カ月後の事であった。UNDP

は’97年７月から３年６ヶ月、養蚕農家の育成を目途に70余名で対応してきたが、現時点では

一般農家の指導者は皆無である。（ネ国政府に対して早急な対応策をアドバイスしている。）

政府はUNDP終了後２年間はNGOに依託して40名の技術者を、一般農家の指導に当て、養蚕

農家の増加に対応して行く計画がある。 

 もともと、ネパール国の予算の60％以上が援助に頼っているのと、今時の非常事態を考慮

すると、資金調達等に日本をはじめ諸外国の援助に頼らざるを得ない状況下にある。 

 

(3) プロジェクト終了後の取り組みに対する考え方 

  1) JICAチーム専門家としての考え方 

  ＊「ネパールの国造りに何があるか。」 

   第１第１第１第１は観光産業は観光産業は観光産業は観光産業だが、受益者が少ない。ネパール国の外貨獲得の第1は観光産業であ

る。これは世界に類を見ないヒマラヤ山脈があり、8,000m級14座中８座がある。将来に

渡って世界の観光の目玉であり、これに係るアクセス充実は当面の課題である。しかし

ながら、14万km2（岐阜県の14倍）のこの国の人口2,200万人の内、観光に携わる人口は

どの位あるのか。カトマンズ周辺と２～３の観光地の住民の生活向上につながっても、

多数の地方の人々の生活の向上にはならない。 

   第２は、二化性養蚕第２は、二化性養蚕第２は、二化性養蚕第２は、二化性養蚕（地方の所得向上）による外貨の獲得 

   ネパールの中山間地帯（500～2,000m）は雨期（桑を伸ばす）を除けば、日本よりも

二化性養蚕の最適地である。日本から持込んだ世界的に有名な二化性蚕種「錦秋鐘和」
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の自給体制と金のかからない「新しい養蚕」の振興により外貨が獲得できる作物として、

桑の栽培、繭生産、生糸、絹産業へと発展させることが可能である。

現在の世界の繭生産主要国である中国も30年前には日本へ留学生が来、また日本の技術

者も入っている。インドにおいては戦後、プロジェクトが５名×10年が２回実施されてい

る。またタイにおいては100前の1902年、外山博士が30余名の蚕糸関係技術者を同行し、そ

の後も５名×10年のプロジェクトが入り、今日のタイシルクへ発展している。

インドやタイより気象条件の良いネパールで二化性養蚕を推進することによりネパール

の国造りの大きな柱産業と位置付け、全面的に協力する必要を切望する。

 2) ネパール側考え方

ネパールの養蚕は日が浅く、’75年より韓国の援助を受けて来たが、蚕病発生等で発展す

るところまでには行かなかった。

従って、日本にその技術援助を求めて以来数年を経過、「新しい養蚕」として着実に（非

常事態の対応もあるが）伸ばそうとしている。前外務大臣兼農業大臣が２年前にJICA元総

裁に言及しているように「ネパールで絹産業を発展させたい」という意向は変わらない。

農業省の大臣交代も激しいが行政執行の実務者、次官補等の養蚕振興に対する意欲は大き

い。

なお、具体的計画としては「第10次５カ年計画」、別添　：「Some Specific Recommendation

That Need Immediate Action」の通り。
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５．事前質問票 

ネパール養蚕振興計画 終了時評価に係る質問票 
 

Ⅰ 日本人専門家に対する質問（事前に配布済） 

１．受益者について 

  ５．「評価５項目に基づく分析」の「受益者ニーズとの整合性」によると、「産業昆虫課（以下、

IED）、本・支場の技術者のC/Pとモデル農家13戸を対象として技術移転を行ってきた」と書かれて

おります。直接受益者はC/Pとモデル農家ですが、モデル農家以外の他の多くの農家のニーズにど

のように合っているでしょうか。ネパール中山間地の住民、特に女性を対象とする等、プロジェク

トが考える最終受益者の設定を、C/Pの意見も参考に明確にして下さい。その上で、「（最終）受益

者ニーズとの整合性」についてもコメントをお願いします。（先般送付済みのものには、どのように

受益者のニーズに見合っているかという点には触れられておりませんでした。） 

 

  中山間地の農民と認識している。特に女性をターゲットとしている訳ではない。 

 

２．日本側からの投入について 

  (1) 評価資料の評価５項目に基づく分析の効率性の項目では、「日本の新しい養蚕技術を充分修

得したC/Pタパ氏を大量蚕種製造の実務を中心に研修させたので、帰国後の成果を得た。」との

ことであったが、具体的にどのような成果を得たのか。これまで、４名の研修員を日本に派遣

したが、日本で修得した技術を、十分適用していない者がいる場合、その理由と対応策につい

てどう考えるか明らかにして下さい。 

 

  (2) 日本側からのローカルコストの負担額とその使途について。 

 

  (3) 評価資料の評価5項目に基づく分析の効率性の項目では、「蚕種冷蔵庫・催青ユニットを設置

（01年10月）した直後から故障が多く、孵化歩合の悪化を招く恐れがある。」とのことであっ

たが、故障の原因をどのように考えるか。（現地の電気事情に見合わない機材であった、メン

テナンスがうまくいかなかった、もともと送付された機材のどこかに問題があった等）    

    

３．ネパール側からの投入について 

  (1) 中間評価時のミニッツではネパール側は約120million Rsをプロジェクトに投入するとのこと

でしたが、ネパール側は予算をIED、本場、支場職員給与以外のプロジェクト活動費に回さず、

KRII資金から投入したとのことでしたが、その経緯を明らかにして下さい。またその理由をど

のように考えるか明らかにして下さい。ネパール側からの活動費の投入に対し、専門家の立場
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からこれまでどのようなアドバイスを行ってきたか参考までに明らかにして下さい。 

 

  (2) プロジェクトに対するネパール側の負担事情についても連絡願います。プロジェクトの敷地、

施設、プロジェクトオフィス等はネパール側から予定通り供与されましたか。資機材、消耗品

等につき、どの程度をネパール側が負担しているか明らかにして下さい。）その負担額及びそ

の内訳についても明らかにして下さい。もし予定通りに供与されていない場合、その理由はど

うしてだと思われるか明らかにして下さい。 

 

  (3) 計画の妥当性を欠いた要因として、IED、本・支場の職員86名（内技術者39名）ではこれ以

上のことはできないとコメントされているが、どうしてそのように思われるのか明らかにして

下さい。 

 

  (4) これまでプロジェクトに対して、ネパール側は十分な数のC/Pを配置してきたと思われます

か。もしそうではない場合、その理由をどのように考えますか。また、頻繁に人事異動が行わ

れたと報告されていますが、その理由についてどのように考えますか。 

 

  (5) C/P機関の責任者が当プロジェクトにどの程度関わってきたと思われますか。C/Pのプロジ

ェクト活動に対する主体性・積極性及び自立発展性についてどのように思われますか。プロジ

ェクト開始当初と比べて何か変化が見られましたか。その理由は何だとおもわれますか。C/P

の主体性・積極性、及び自立発展性をより向上させるにはどのような手段をとると効果的と思

われますか。 

 

４．中間評価での提言事項について 

  (1) プロジェクトのモニタリングの方法について明らかにして下さい。ネパール政府と協力して

計画的なモニタリングを行っていますか。 

 

  (2) 普及員制度導入の進捗状況について明らかにして下さい。どのような成果が出たか。または

成果の発現を阻害する要因をどのように考えますか。 

 

  (3) 政策、法令規定はどの程度整備されたか明らかにして下さい。具体的にどのような活動をさ

れ、どのような成果がでましたか。または、成果の発現を阻害した要因をどのように考えるか

明らかにして下さい。関連する政策や法令規定が実際どの程度実施されているかについいても

明らかにして下さい。または実施を阻害する要因をどのように考えるか明らかにして下さい。 
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  (4) その他、以下の中間評価での提言事項の進捗状況について明らかにして下さい。 

    (a) 各支場で新品種の適性検査実施と実用品種として採用するための簡単なルールの設定、

(b) 種繭を生産する農家の育成、(c) 糸繭蚕種配布規定に従った蚕種の円滑な取引、生糸製造

の民間への移転、(d) 優れた大規模農家をあと数戸育成、(e) 広報活動の推進、(f) 養蚕農家

の概要の記入と提出の徹底、(g) 生糸の入札制度導入 

 

５．自立発展性について 

  (1) プロジェクト終了後、産業昆虫課及び養蚕試験場の職員が養蚕振興をどの程度独自で行って

いけると思われますか。今後の運営方法や戦略等で改善した方がいい点はありますか。 

 

  (2) プロジェクト終了後、産業昆虫課、本場、支場が養蚕振興活動を継続していく上での阻害要

因について明らかにして下さい。その対策についてはどのように考えますか。 

 

  (3) 当プロジェクトが終了しKRIIからの補填が終了した後、研修を受けた普及員はどの程度活動

を続けられる見込みと思われますか。その際の対策についてどのように考えられますか 

 

  (4) 研修を受けた農家がどの程度養蚕を続けており、今後も続ける見込みか明らかにして下さい。 

 

６．外部要因について 

  (1) 二化性の高品質繭のネパール及び国際市場における需要が現在も高いでしょうか。 

 

    ネパールの二化性高品質繭はインドのものよりも質が高く値段も安く国際市場においては需

要が高い。インド人が好むような糸を生産するなど付加価値をつければ、インドでも売れると

思われる。ネパール国内は外国人向け土産物としての需要がある。 

 

  (2) ネパール政府の長期養蚕計画に大きな変化は生じなかったですか。 

 

    計画自体に大きな変化は生じていないが、非常事態宣言の影響で、当初計画にあった普及員

が雇用されていない。 

 

  (3) UNDPのSericulture for Rural Development Program(SRDP)の活動はネパール政府によってどう

して継続されなかったのですか。 
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    ネ側はお金がないから継続できないとコメントしていた。2002年よりKRIIを活用し、普及員

を雇用する予定となっている。 

 

７．成果の進捗状況について 

  活動実績一覧表には以下の成果の進捗状況が未記入でしたが、終了時評価調査時に確認したく思

いますので、できるかぎり、必要データを整えておいて下さい。 

  1-2 蚕種の催青技術を指導する 

  1-3 原蚕飼育（稚蚕、壮蚕）技術を指導する 

  1-4 糸繭質評価技術を指導する 

  1-5 蚕品種の選抜技術を指導する 

  1-6 原系統の保存と増殖技術を実証する 

  1-7 原蚕飼育施設を整備する 

  2-3 蚕種製造マニュアルを作成する（他マニュアルも含めたマニュアル作成の進捗状況、種類、

配布先、配布部数について） 

  2-4 蚕種製造施設および保護施設を整備する 

  2-6 蚕種製造施設の管理に関する技術指導及び助言を行う 

  3-3 支場（分場）の原蚕飼育の担当職員を本場において研修する 

  1-2 養蚕関係機関との連携を図る(UNDP等) 

 

  養蚕団員からの調査結果を参照のこと。 

 

８．政策提言に関わる活動の進捗状況及びその成果について 

  以下の点に関し、コメントをお願いします。 

  (1) 蚕業講習所設立計画の進捗状況について明らかにして下さい。どのような成果が出ましたか。

または成果の発現を阻害する要因をどのように考えますか。 

 

  (2) 長期養蚕開発計画の進捗状況について明らかにして下さい。当計画により具体的な成果が出

ましたか。または成果の発現を阻害する要因をどのように考えますか。当計画の内容について

も明らかにして下さい。概要を示す報告書等があれば一部下さい。 

    

９．上位目標の達成可能性について 

  プロジェクトが終了してから約５年後ぐらいには、上位目標が達成することは可能と思われるま

すか。上位目標が達成されることの阻害要因とその対策があれば明らかにして下さい。 
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Ⅱ 日本人専門家に対する質問（現地） 

 

１．ネパール政府の蚕種製造・系統保存技術、養蚕経営（蚕の飼育・桑園管理）技術をプロジェクト

目標の一部としているが、C/Pの各分野の技術レベルについて。（C/Pからの発表時に確認）C/Pは

以下の分野で知識と技術をどの程度身につけたと思われるか。その理由について。 

  (a) 蚕種製造・系統保存技術 

  (b) 養蚕経営（蚕の飼育・桑園管理）技術 

  (c) 養蚕技術開発・普及（農家指導技術も含めて） 

  (d) 施策、法令規定の実行能力 

 

２．モデル農家への技術指導はどの程度専門家が行い、どの程度C/Pが行ったか。 

  各支場での活動にどの程度日本人専門家が入っているか（訪問の頻度、特に力をいれている支場

とそうでない支場があると思われるが、各支場における力の配分について）マオイスト等の影響も

あると思われるが、各支場は現在どの程度機能しているか。 

 

３．プロジェクト終了後、C/Pは日本人専門家の指導なしで、供与された資機材の維持管理を十分行

える状況になっているか。独自で維持管理できるように何か対策をとったか、または対策について。

資機材の部品や薬品、消耗品を独自で入手していくことができるか。その対策はとられているか。 

 

４．各分野の技術移転の手法について 

 

５．C/PのIED職員への技術移転の手法について 

 

６．プロジェクトがマオイストによる襲撃対象にあった理由をどのように分析するか。プロジェクト

活動が特定の層のみに恩恵を与えず、貧富の格差の拡大へ繋がらないようどのように配慮したか。 

 

７．プロジェクトの前提条件として、「産業昆虫課、養蚕試験場の職員がプロジェクトに対して反対し

ない」という項目が挙げられていたが、実際はどうであたか。 

 

８．他プロジェクトとのリンケージにおいて、KOICAのボランティアがイタハリ支場に派遣されてい

るようであるが、当プロジェクトとの連携は直接行われいるかどうか。もし直接の連携がある場合、

どのような面で連携があるか。 

  ミニプロのサイトでUNDPのプロジェクトが入らなかった地域(ポカラ、バンディプール)におい



―　―137

てはUNDPの影響がない当プロジェクトからの効果を見ることが可能。ただ、ミニプロが始まる以前

から当ミニプロの専門家がUNDPの技術者、NGOの技術者,プライベートセクターの人材などにも技

術移転を行っており、モデル農家以外のネパールの多くの養蚕農家に当ミニプロの効果が浸透してお

り、他のドナーやNGOからの影響を無視した当ミニプロだけの効果を計ることは難しい。

９．実証活動について

(1) モデル農家はプロジェクトチームにより導入された技術を無理なく適用でき、プロジェクト終了

後も継続的に適用してくと思われるか。

(2) モデルサイトの選定基準と選定方法についてについて。モデルサイトが地理的・気候的・社会的

観点などから見て今後の普及対象となるような汎用性の高いモデルサイトといえるかどうか。

（UNDP、SRDPのプロジェクトサイトとの関連性も含めて）

(3) モデル農家の選定基準と選定方法について。宗教・民族的背景・家族構成・教育レベル、土地所

有面積、経済的豊かさ等の観点から、選ばれたモデル農家が今後の普及対象となる汎用性の高い

農家と思われるか。

(4) モデル農家のカーストやエスニックグループについて（モデル農家を選定する際に何か配慮はあ

ったかどうか）

(5) 13名の技術指導を受けたモデル農家が今後他の便益を受けていない農家に対して得た知識や技術

を広めていく体制づくりなど、モデル農家の活用方法について何かアイデアはあるか。

(6) サイトごとにモデル農家の周辺農家の何名が養蚕業を始めたか。

(7) モデル農家間でネットワークが形成され、具体的な活動は行われているか。

10．モデル農家が養蚕事業を行うにあたって、どの部分をプロジェクトから補填し、どの部分をモデ

ル農家自身が負担しているのか。

11．PDM上の上位目標の指標に書かれているそれぞれの数値はネパール全土の数値か。またはモデ

ル農家の数値から推測した値となっているか。上位目標やプロジェクト目標の指標に書かれてい

る99年の数値は目標値かまたは実数であったのか？
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12．PDM上の指標でコンマや米印がつけられている指標があるがどのような意味があるか。（成果の

指標２－８） 

 

13．成果の指標２－９共同乾繭の普及で４箇所→６箇所となっていますが、４支場→６支場とのこと

でしょうか。ネパール側によって撚糸機、合糸機の設置がされたとのことですが、何台づつで、ど

こに設置されたか教えて下さい。また購入額をも教えて下さい。 
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Ⅲ Questionnaire to C/Ps for the Project in Sericulture Promotion（事前に配布済） 

 

１．Inputs from JICA Side 

  (1) So far, we have provided various machinery and equipment to Nepal. After completing this project, 

which machinery and equipment would not keep using for the project activity? If there is, please let 

us know the main reasons just for the reference to the other projects in other countries. How was the 

timing to provide the machinery and equipment? After completing the project, how do you procure 

those machinery and equipment in Nepal for continuing the activities? 

  (2) While we have invited 4 IED staff members for the training in Japan, and 2 more members are 

expected to be invited this year. How much do you think such training in Japan was effective in the 

project activities? Why do you think so? How are the areas of training relevant to attainment of the 

project goal? 

 

２．Inputs from Nepal Side (Provision of Equipment)    

  Please let us know which machinery, equipment, tools, vehicles, tools, spare parts and other materials 

were provided by HMG/N for the project activities? If HMG/N could not provided enough equipment for 

the project activities, please let us know the reasons? 

 

３．Project Management    

  (1) Were there any issues related to the management of the project so far? How is the communication 

among project team members? If there is any communication gap among them, are there any good 

ways to improve the situation? 

 

  (2) How do you monitor the project regularly and systematically? How do you monitor the activities of 

seri-development center and sericulture development offices? 

 

  (3) Has the project brought any positive or negative impacts on Nepal? Please let us know if there is 

any change occurred in the IED and main station and sub-station as the result of project's activities. 

 

  (4) After completing this project within half year, do you think that model farmers are easily able to 

apply the techniques introduced by the project without any supported from the experts? Why do you 

think so? After completing this project, do you think model farmers are willing to continue the 



－140－

silkworm farms? 

 

４．External Condition    

  (1) Do you think that the demand on high quality cocoon in Nepal and international market have not 

decreased? 

 

  (2) Is there any major change in the long-term plan by HMG/N related to sericulture promotion? 

 

  (3) Please let us know the main reasons why the SRDP activities have not continued by the HMG/N? 

 

  (4) `New Sericulture` was introduced by the project, but how do you think that the techniques are 

useful for the extension in Nepal? 

 

  (5) Can you imagine the overall goal of the project will be attained 5years after completing the project? 

Please let us know any obstacle to do so and how to cope with the obstacles. 

 

  (6) What is the obstacle of transferring the new techniques to other farmers? Who should be in charge 

of transferring? 
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Ⅳ C/Pに対する質問（現地で確認する質問） 

 

１．How do you analyze the main issues to promote sericulture in Nepal after completing the project? 

 

２．How do you think that Nepalese project members can manage to maintain the machinery and equipment 

properly without any support from Japanese experts? 

 

３．How do you analyze the reasons why the project site was attached by the Maoist? 

 

４．Why the training for the extension workers and technician in SRDP was delay to be organized? 

 

５．How do you think that the training for private sector in sericulture? Did you take any action for this? 

 

６．In total, how many training and seminars are organized in the project? Please let us know the targeted 

group in each training. 

 

７．（要望書が提出されたら質問）HMG/N requested Japanese government to organized project type 

cooperation after completing the mini-project.  In order to submit the request, how do you analyze which 

element is not enough in sericulture promotion in Nepal, and which element was attained by the 

mini-project so far? 

 

８．The project reported that factors that disturbed the relevancy of the project was the assault by the 

Maoists, and we are anxious that the same story might occur if a new project is started in Nepal. Please 

let us know how do you think about this? Did you take any action against Maoist? 

  （要望書が届いたら質問）We received an application for a new project dated July 24 2002, and it is 

mentioned that `The Project implementing sites are to be located fairly good from security point of views`, 

but please let us know the evidence to mention about this. 
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Ⅴ モデル農家の周辺農家への質問（現地で確認する質問） 

 

１．Please let us know your impression about the sericulture farm started by your neighbors. 

 

２．Suppose you start a sericulture farm, what will be the main problem to start the farm? 

 

３．(To people who started the sericulture farms and mulberry farms motivate by model farmers) How did 

you started the sericulture farm? How is your impression? What do you think the most difficulties to start 

and manage the sericulture farms and mulberry farms? 
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Ⅵ Questionnaire to Director or Project Manager for  

the Project in Sericulture Promotion（事前に配布済）    

 

１．Inputs from JICA 

  (1) So far, 3 long term Japanese experts and 3 short term experts have been sent to the Project in the 

fields of ①Silkworm Egg Production and Management, ②Sericulture Technology Development/ 

Extension, ③Project Monitoring and Planning/Coordination, ④Mulberry Land Development and 

Cultivation, and ⑤Silkworm Stock Preservation. 

    How do you think which fields are relevant to attain the project goal? 

    How do you think the timing to send those experts for this project? 

 

  (2) How do you think Japanese experts have adequately contributed to the attainment of the project 

purpose? 

 

  (3) While we have invited 4 IED staff members for the training in Japan, and 2 more members are under 

training in Japan. How many trainees in Japan applied the knowledge and skills acquired at the 

training in Japan on the project activities after their coming back to Nepal? If there was any, how did 

he/she apply to the work?  If there wasn't any, please let us know the main reasons why some 

trainees could not apply the knowledge and skills to their work after their coming back to Nepal. 

 

  (4) While JICA provided Japanese experts, equipment, and training in Japan for your staff, which 

component could be reduced in case of decreased budget. On the other hand, in the case of 

increased budget, which component should be increased. Please let us know the reasons as well. 

 

２．Inputs from HMG/N 

  (1) Allocation of Budget 

    Minutes of Meeting between Japan and HMG/N on the consultative mission last year mentions that 

HMG/N has allocated a budget for sericulture promotion approximately 120 million Rs. during 

1999/0-2001/02. Please let us know how the budget has been used besides the KRII found for our 

reference. After completing the project and KRII fund, how would you manage to get the budget for 

the activities? 

    

  (2) Counterpart Personnel    
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    Do you think the Ministry has allocated appropriate number of personnel for the project activities? 

If not, why do you think so? Was the staff for the project allocated at a good timing? Please let us 

know how come the project staff is frequently transferred to other offices? 

 

  (3) Can you foresee how many project members are going on working for the sericulture promotion in 

Nepal after completing this project and completing KRII fund? Why do you think so? 

 

３．External Condition    

    To what extent, rules and regulation for the sericulture promotion in Nepal was established? If that 

is delay, please let us know the main reasons. On the other hand, to what extent, rules and 

regulations in sericulture promotion was executed? What is the main disturbance to do so? 

 

４．Transferring the Techniques    

    If IED decides to transfer the techniques that introduced by Japanese experts to other parts of 

Nepal, what will be the obstacle to do so? Can you imagine any positive and negative impacts on 

Nepal to do so? 
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Ⅶ    Questionnaire to Ministry of Agriculture, HMG/N for  

the Project in Sericulture Promotion    

    

１．Does this project goal still meet the latest national policy of HMG/N? 

 

２．In terms of the amount of inputs from JICA, how do you evaluate the outcome of this project, comparing 

other donors’ projects in sericulture promotion? Input from JICA means that sending Japanese experts to 

Nepal, providing equipment, and accepting trainees to Japan. 

 

３．After completing the project and supported by the KRII, how much can we expect that the project staff 

members in IED, and extension workers will be continuously allocated for the activities? If it seems to be 

difficult to allocate, please let us know the reasons to do so. 

４．After completing the project and supported by the KRII, how much can we expect that the budget for the 

activities will be allocated by HMG/N? If it is difficult to do so, what are the main reasons to do so? 

５．How is the progress on the long-term sericulture development plan? How much degree on the plan has 

been attained? 

 

６．We assume an extension system in sericulture promotion is now being developed, but please let us know 

how the system looks like? Which groups will be targeted for the extension?  Also, please let us know 

any obstacle to prepare and execute the system? 
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Ⅷ ネパール事務所への質問事項 

 

１．これまで当プロジェクトに対してどのようにモニタリングを行ってきたか。 

 

２．事務所として当プロジェクトをどのように評価するか。 

  成果があがっているプロジェクトだと思う。協力内容にないようなNGOのトレーニングなど、多

岐に及ぶ活動はしているが、そもそも活動内容にある制度支援的活動はあまり行われていない。エ

ネルギーを本来の活動に向けていれば、目標はすでに達成されているものと思われる。専門家との

コミュニケーションには非常に苦労をしてきている。カウンターパートを養成しようという意識は

あまりない専門家でなんでも自分でやってしまうタイプなので、本当にカウンターパートに技術移

転されたかどうかは、専門家が帰国してみないとわからないと思う。 

 

３．今後の協力の方向性や協力の中身についてどう考えるか。 

  F/Uの専門家を1名投入することは必要と考える。ただ、プロジェクトが終了したら、少し間をあ

け、先方の出方をみた方がよいと考える。F/U専門家には製糸の制度作りに関わってもらうのはどう

か。 

 

４．第10次５カ年計画（2002/7-2007/7）での養蚕振興に係る記述について 

 

５．プロジェクトから提出された報告書では、計画の妥当性を阻害した要因として、マオイストの襲

撃をあげているが、今後F/U専門家が派遣されたとしても、同様の事態が懸念されるが、事務所と

してどのように考えるか。 

 

６．他スキーム（草の根無償を含む）や他ドナー、NGOとの連携について。その連携がプロジェクト

の効率性を高めることにつながったかどうか。 
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７．国家計画委員会、Silk Association of Nepal、UNDPへの聞き取り結果 

 

 合同評価報告書のドラフト完成後の面会のため、報告書別添の達成度グリッド及び評価グリッドに

反映されていないヒアリング結果（国家計画委員会、Silk Association of Nepal、UNDP） 

 

１．国家計画委員会からのヒアリング結果 

日時: October,９, 2002 11:00-11:30 

場所：国家計画委員会 

面会者：Mr.Ravati Raj Kafle, 次官補（農業分野担当）、国家計画委員会 

Mr.Kiran Rupakhetee, Section Officer,国家計画委員会 

佐藤忠個別派遣専門家、国家計画委員会 

 

 養蚕は、ネパールの貧困緩和の観点から、ネパールの国家開発計画の重点分野に位置づけられてい

る。人材不足と資金不足が弊害となっている。農業分野のなかで養蚕は優先度の高い分野に位置づけ

られている。養蚕分野の活動に際してはNGO, International NGO,民間セクターをできるかぎり活用し

ていく方針。また、養蚕普及に関しては、District Development Office（DDC）、Village Development Office

（VDC）の予算を活用していく方針。そのようなローカルボディーを今後はリソースセンターとして

篤農家から他の農民に技術移転をする等の活動を広げていくことがよいのではないかと考えている。

国家計画委員会からは、４か月に１回農村にモニタリングに出向き、ネパール国家開発計画策定にあ

たっての優先づけアドバイスの参考としている。詳しくは養蚕のCommodity Policyに規定されている。 
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２．Silk Association of Nepal（SAN）からのヒアリング結果 

日時: October,９, 2002 15:00-16:30 

場所：商工会議所 

面会者：Ms.Maggie Shah, Chairperson, SAN 

Mr.Shanker Pandeya, Proprietor, Sagarmatha Silks 

Mr.Kamal Bista, Managing Director, Shangrila Silk & Pashmina 

Mr.Badri Narayan Manandhar, Executive Director, Himalaya Silk & Pashmina 

Mr.Swoyambhu Ratna Tuladhar, Executive Chairman, Nepal Handloom Silk Ind.  

Mr. Swayambhu R. Tuladhar, Managing Director, Yak & Yeti Enterprises Pvt Ltd. 

 

  (1) SANの活動について 

    SANはシルク関連の企業家、養蚕農家、教授などからなる民間団体の集合体（NGO）で1992

年から活動を行っている。ネパールでの養蚕振興に係る政府に対するアドボカシー、ロビー活

動、ネパールシルク製品の振興にかかわる活動を行っている。SANのプロジェクトサイトで蚕

種の要望を取りまとめ、地方農業事務所と農民との連携を促進する活動も行っている。UNDP

のSericulture in Rural Development Programme（SRDP）では技術者を雇用し養蚕を促進してきた。 

 

  (2) SRDPとの関わりについて 

    SDRPの活動に対する経費は、多くの資金が投入されたわりにそれが効率的に使用されたとは

言いがたい。約20％の予算は農村での活動に割り当てられ、80％の予算は資機材の購入を含む

コパシ本場での蚕種製造に係る活動に割り当てられた。蚕種をバイクの荷台に積み込むなど誤

った運送方法をとったため、多くの蚕種を無駄にし、約Rs.4,000の損害を出した。 

    都竹専門家は農民や技術者に対して研修を行った。SRDPが開始する前は蚕種１箱当たり７～

８kgしか繭がとれなかったが、都竹専門家の指導により15～17kgに増加した。当活動を通じて

トレーナーが養成された。SRDPの活動を通じてSANではイラム地域には18名の技術者を雇用し、

ダーディングでは８名の技術者が雇用された。SRDPの２年間の延長をUNマレーシア事務所に

対し申し入れたが採用されなかった。SRDPが終了したあと、SANの３支所に２名ずつの技術者

が雇用されている。 

 

  (3) ルーテル教会の活動について 

    Rural Women Economic Programmeがイラムで行われていたが、質の悪い蚕種、適切ではなか

った技術が導入された。養蚕を行う農家に対して多くの補助金が導入さため、ルーテル教会の

活動が終了し補助金が打ち切りになった途端、養蚕をやめた農家が多い。 
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  (4) ネパール養蚕振興に関する提言について 

    1) 政府と民間の役割分担について 

     蚕種製造、研修活動、Pre-cocoonにかかわる活動は政府機関が担うべきである。一方、

Post-cocoonに関しては、現段階では、農家は収繭した繭を政府に売っており、民間団体に売

ることはできないが、今後、Post-cocoonの活動（収繭後の製糸、製品化）は民間団体で担う

べき役割が多いと認識している。政府が所有している撚糸機等を民間団体に貸与し、民間団

体が製糸作業を担えるようネパール政府に提言している。 

    2) 収繭された繭糸の品質管理について 

     今後、品質管理センターをいかに設立していくかの課題がある。ネパールでの養蚕に対す

る知名度をあげ、シルクを加工し付加価値を付けていく必要性がある。 

    3) International Sericulture Commissionへの加盟について 

     ネパール政府はInternational Silk Association（シルク業者の連盟）ではなく、International 

Sericulture Commission（養蚕研究者の団体）に加盟すべきである。国際的なネットワークか

ら学ぶべきことは多く、他の多くの途上国も加盟しているので、検討したほうがよい。 

 

  (5) JICAに対する提言について 

    都竹専門家の活動の成果により、ネパールで適正な技術を普及するシステムが構築された。

よって、SANはミニプロジェクトの裨益団体のひとつであると認識している。 

    都竹専門家はネパールシルクの商品化に関して民間業者１社のみに技術移転をしているが、

１社の限られた人にだけその技術を独占されるのは好ましいとは思えない。NGOのSANに対し

ても座繰りのノウハウを伝授して欲しいとリクエストしているが、現地JICA事務所現地スタッ

フに問い合わせたところ、JICAはNGOに対しては協力できないという回答を得て困惑している。

NGOに技術指導すれば、１社のみに利益が独占されることなく、より多くの人に技術移転され

ることになるので、是非検討して欲しい（JICAとNGOの連携はあり得るし、近年ではNGOとの

連携も進んでいる旨を、当方から補足説明した）。 

    本場に対する技術指導を都竹専門家が行わなくなったら誰が指導していくかが懸念される。 
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３．UNDPからのヒアリング結果 

日時：2002年10月10日（木）9:30-10:30 

面会者：Tek B.Gurung, Programme Officer, Environment and Energy Unit 

 

  (1) SRDPの活動について 

    SRDPはよい結果を残したと認識している。SRDPの活動により2,700件の農家が支援を受け、

うち1,300名の農家は養蚕を継続しているとのこと。SRDPの成果は以下のとおり。 

    1) 農家の受容能力（capacity）が改善され、現地NGOの受容能力も改善された。SRDPには９

つのNGOがかかわり普及活動を行えるようになった。普及員として雇用された技術者は農業

分野のバックグラウンドはあるが、養蚕分野での経験がない技術者であったが、養蚕につい

て学ぶ経験を得ることができた（UNDPネパール事務所の殆どの活動はローカルスタッフに

よって管理されているが、ネパール人に能力開発の機会を与えることは重要であり、エンパ

ワーメントにもつながるとの配慮からである）。 

    2) 蚕の飼養管理と収繭部分についての成果を得、対象農家の半数1,300名が一連の養蚕パッケ

ージ（技術指導、桑、種等）を受け取り、養蚕で収益をあげ、養蚕を継続できる力がついた。

養蚕農家数が増え、繭の生産量が増えることに貢献した。 

    3) 日本人専門家からSRDPに対する技術指導を得ることができ、日本人専門家との協力関係は

非常にうまくいき、双方に利益を得ることができた。 

     一方、約半数の農家は桑を植えたものの、蚕を飼育するチャンスに恵まれなかった。その

理由は３年間のプロジェクト期間のうち、準備期間として約1.5年から２年間が費やされ、

全体のスケジュールが遅れ、継続する予算もなかったことによる。 

 

  (2) 今後の活動について 

    UNDPは今後養蚕プロジェクトを継続していくための予算はない。人間安全基金を活用した

地滑防止プロジェクト案（桑を斜面に植林）を日本大使館に提出し採択された。現在UNDP本

部からの承認を取り付けているところ。UNDPとしては、小規模のプロジェクトを立ち上げ、

他のプロジェクトと連携を図っていきたいと考えている。今後UNDPとしては、農業分野や養

蚕開発分野に特化するのではなく、収繭後の製糸活動を通じて村落レベルで住民の経済状況を

改善する活動や、地滑り防止活動、小規模企業開発等のアプローチをとっていく。また、国家

計画に影響を与えるようなプロジェクトにも関心がある。JICAが希望をすればかかる分野で

UNDPとの協力関係を保つことは可能である。 

    SRDP終了時評価報告書がNational Evaluation Officerより１週間以内に提出される予定であり、

まだ公開はできないが、提出され次第、ソフトコピーを丹羽団長に、ハードコピーをJICAネパ

ール事務所宛に送付する。 
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